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一
　
は
じ
め
に

　
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
（
以
下
、
北
朝
鮮
）
の
寧
辺
地
域
の
核
施
設
を
撮
影
し
た
衛
星
写
真
が
公
開
さ
れ
、
国
際
社
会
で
北
朝
鮮

に
よ
る
核
開
発
疑
惑
が
高
ま
っ
た
の
は
、
一
九
八
九
年
で
あ
っ
た
。
一
九
八
九
年
は
、
一
二
月
の
マ
ル
タ
島
に
お
け
る
会
談
で
、
ジ
ョ
ー

ジ
・
ブ
ッ
シ
ュ
（G

eorge H
. W

. Bush

）
米
大
統
領
と
ミ
ハ
イ
ル
・
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
（M

ikhail G
orbachev

）
ソ
連
共
産
党
書
記
長
が
冷
戦

の
終
焉
を
宣
言
し
た
年
で
あ
る
。
そ
の
後
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
が
「
新
世
界
秩
序
」
を
宣
言
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ポ
ス
ト
冷
戦
期
に
お
け
る

グ
ロ
ー
バ
ル
な
安
全
保
障
問
題
の
一
つ
と
し
て
、
核
不
拡
散
問
題
が
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
っ
た
。

　
そ
う
し
た
中
で
浮
上
し
て
き
た
北
朝
鮮
核
問
題
に
対
す
る
米
韓
両
国
の
取
り
組
み
の
成
果
と
い
え
る
の
が
、
一
九
九
一
年
一
二
月
三
一

日
に
発
表
さ
れ
た
「
朝
鮮
半
島
の
非
核
化
に
関
す
る
南
北
共
同
宣
言
」（
以
下
、
南
北
非
核
化
共
同
宣
言
）
で
あ
っ
た
。
同
宣
言
は
、
北
朝

鮮
の
み
な
ら
ず
韓
国
の
核
物
質
の
保
有
及
び
利
用
に
対
す
る
規
制
と
管
理
を
求
め
る
も
の
で
、
朝
鮮
半
島
全
体
に
お
け
る
非
核
化
の
規
範

形
成
に
向
け
た
重
要
な
一
歩
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
南
北
の
間
に
成
立
し
た
非
核
化
共
同
宣
言
の
最
終
的
な
合
意
内
容
は
、
同
宣
言
の
成
立
を
目
指
し
て
原
案
を
作
成
し
た
米
国

が
望
ん
だ
厳
格
な
非
核
化
原
則
の
内
容
か
ら
大
幅
に
緩
和
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
南
北
非
核
化
共
同
宣
言
は
成
立
し
た
も
の
の
、
当
初

の
米
国
が
韓
国
と
北
朝
鮮
に
求
め
た
非
核
化
の
国
際
義
務
と
、
朝
鮮
半
島
の
非
核
化
に
関
す
る
具
体
的
な
履
行
の
原
則
が
削
除
、
な
い
し

曖
昧
な
表
現
に
代
替
さ
れ
て
し
ま
い
、
米
国
が
望
ん
だ
朝
鮮
半
島
全
体
に
お
け
る
非
核
化
規
範
の
構
想
は
貫
徹
さ
れ
な
か
っ
た
。
北
朝
鮮

及
び
朝
鮮
半
島
の
非
核
化
に
向
け
た
一
つ
の
外
交
的
成
果
で
あ
っ
た
南
北
非
核
化
共
同
宣
言
の
成
立
は
、
そ
の
内
容
上
の
不
完
全
性
か
ら
、

さ
ら
な
る
南
北
非
核
化
協
議
の
実
施
と
、
そ
れ
に
対
す
る
米
国
の
関
与
の
継
続
を
余
儀
な
く
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
本
稿
の
目
的
は
、
南
北
非
核
化
共
同
宣
言
の
成
立
か
ら
一
九
九
二
年
を
分
析
射
程
に
、
当
該
期
に
行
わ
れ
た
米
国
の
北
朝
鮮
及
び
朝
鮮
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半
島
に
お
け
る
非
核
化
の
規
範
形
成
に
向
け
た
政
策
を
分
析
す
る
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
南
北
非
核
化
共
同
宣
言
の
成
立
を
も
っ

て
北
朝
鮮
及
び
朝
鮮
半
島
全
体
の
非
核
化
を
望
ん
で
い
た
米
国
が
、
最
終
的
に
成
立
し
た
同
宣
言
の
内
容
上
の
不
完
全
性
か
ら
、
そ
れ
を

補
う
強
力
な
非
核
化
の
義
務
付
け
と
査
察
制
度
の
確
立
を
目
指
し
、
外
交
的
努
力
を
続
け
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
際
に
、

米
国
が
望
ん
だ
北
朝
鮮
及
び
朝
鮮
半
島
の
非
核
化
の
内
容
が
、
核
利
用
に
対
す
る
厳
格
な
規
制
と
管
理
を
強
制
す
る
、
国
際
核
不
拡
散
の

た
め
の
同
国
の
二
国
間
原
子
力
協
力
政
策
の
基
調
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
て
詳
細
内
容
の
分
析
を
試
み
る
。

　
北
朝
鮮
核
問
題
と
米
国
の
対
応
に
関
し
て
は
、
多
く
の
研
究
蓄
積
が
存
在
す
る
が
、
本
稿
で
注
目
す
る
一
九
九
二
年
の
事
象
を
解
明
す

る
研
究
は
少
な
く
、
翌
一
九
九
三
年
の
第
一
次
北
朝
鮮
核
危
機
の
発
生
に
至
る
ま
で
の
歴
史
的
背
景
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
が
多（
1
）い。

「
関
与
と
拡
大
（Engagem

ent and Enlargem
ent

）」
の
世
界
戦
略
を
推
進（
2
）し、
本
格
的
に
米
朝
交
渉
に
取
り
組
ん
だ
ク
リ
ン
ト
ン

（W
illiam

 J. Clinton

）
政
権
に
比
し（
3
）て、
北
朝
鮮
核
問
題
に
対
す
る
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
の
取
り
組
み
は
あ
ま
り
注
目
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か

し
、
前
政
権
か
ら
核
軍
縮
と
核
不
拡
散
の
課
題
を
受
け
継
い
だ
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
に
と
っ
て
も
、
北
朝
鮮
核
問
題
は
重
要
な
外
交
課
題
で

あ
っ
た
。
中
に
は
、
相
手
に
圧
力
を
掛
け
て
自
ら
望
む
通
り
に
行
動
す
る
よ
う
促
す
強
制
外
交
（Coercive D

iplom
a （

4
）

cy

）
の
概
念
を
も
っ

て
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
期
に
行
わ
れ
た
対
北
非
核
化
政
策
を
分
析
す
る
研
究
が
存
在
す（
5
）る。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
関
連
研
究
に
は
、
対
北
朝
鮮

強
制
外
交
は
第
一
次
北
朝
鮮
核
危
機
を
招
き
か
ね
な
か
っ
た
と
分
析
す
る
批
判
的
な
論
調
が
多（
6
）い。

さ
ら
に
、
強
制
外
交
に
お
け
る
軍
事

的
な
圧
力
政
策
の
側
面
を
強
調
す
る
あ
ま（
7
）り、
米
国
の
北
朝
鮮
非
核
化
政
策
上
の
多
様
な
政
策
ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
を
充
分
に
分
析
し
て
い
る

と
は
言
い
難（
8
）い。

　
他
方
、
国
際
原
子
力
機
関
（
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
）
と
の
保
障
措
置
協
定
締
結
を
契
機
に
、
核
の
国
際
規
範
を
重
視
す
る
視
点
か
ら
米
国
の
対
北

朝
鮮
政
策
を
分
析
す
る
研
究
も
注
目
に
値
す（
9
）る。
し
か
し
そ
れ
ら
は
、
米
国
が
、
北
朝
鮮
核
問
題
に
重
要
な
外
交
課
題
と
し
て
取
り
組
ま

な
い
ま
ま
、
北
朝
鮮
と
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
の
技
術
的
な
問
題
に
囚
わ
れ
、
大
国
と
し
て
果
た
す
べ
き
役
割
を
軽
視
し
て
い
た
と
分
析
す
）
10
（

る
。
こ
の

よ
う
な
分
析
は
、
米
国
の
北
朝
鮮
問
題
へ
の
対
応
が
、
核
の
国
際
規
範
と
の
整
合
性
を
図
り
な
が
ら
核
不
拡
散
政
策
の
一
環
と
し
て
展
開
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さ
れ
た
と
い
う
、
米
国
の
核
不
拡
散
政
策
の
マ
ク
ロ
な
背
景
を
充
分
に
考
慮
し
て
い
な
）
11
（
い
。

　
以
上
の
先
行
研
究
の
内
容
を
踏
ま
え
て
、
本
稿
で
は
一
次
史
料
を
用
い
た
実
証
分
析
を
行
）
12
（

い
、
北
朝
鮮
核
問
題
に
取
り
組
む
米
国
の
対

応
政
策
が
、
同
国
の
国
際
的
な
核
不
拡
散
政
策
に
基
づ
い
て
具
体
化
さ
れ
た
こ
と
に
注
目
し
て
詳
細
な
内
容
を
分
析
す
る
。
以
下
で
明
ら

か
に
す
る
よ
う
に
、
米
国
が
望
ん
だ
北
朝
鮮
及
び
朝
鮮
半
島
の
非
核
化
は
、
核
不
拡
散
の
国
際
規
範
と
二
国
間
原
子
力
協
力
に
よ
る
核
物

質
利
用
に
対
す
る
厳
格
な
管
理
と
規
制
の
原
則
を
含
む
も
の
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
米
国
が
作
成
し
た
南
北
非
核
化
共
同
宣
言
の
原
案
に

示
さ
れ
て
い
た
。
当
時
の
米
国
は
、
北
朝
鮮
非
核
化
政
策
を
推
進
す
る
に
あ
た
っ
て
、
一
貫
し
て
国
際
的
な
核
不
拡
散
政
策
上
の
核
物
質

の
保
有
と
利
用
の
管
理
を
重
視
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
自
ら
望
む
北
朝
鮮
及
び
朝
鮮
半
島
の
非
核
化
に
向
け
た
米
国
の
外
交
的

努
力
の
展
開
を
、
も
う
一
つ
の
重
要
な
外
交
課
題
で
あ
っ
た
韓
国
の
対
北
朝
鮮
政
策
と
の
調
整
及
び
、
自
国
内
に
お
け
る
対
北
朝
鮮
政
策

オ
プ
シ
ョ
ン
の
設
定
と
関
連
付
け
て
再
構
成
し
て
分
析
す
る
本
稿
の
試
み
を
通
じ
て
、
米
国
の
国
際
核
不
拡
散
政
策
が
北
朝
鮮
核
問
題
に

お
い
て
は
如
何
に
適
用
、
推
進
さ
れ
た
か
考
察
す
る
。

二
　
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
非
核
化
の
問
題
と
米
国
の
対
応

㈠
　
国
際
核
不
拡
散
と
米
国
の
北
朝
鮮
非
核
化
政
策

　
一
九
八
〇
年
代
末
に
浮
上
し
て
き
た
北
朝
鮮
に
よ
る
核
開
発
疑
惑
に
対
し
て
、
当
初
米
国
は
、
核
の
国
際
規
範
の
遵
守
を
求
め
て
非
核

化
の
義
務
を
強
調
し
な
が
ら
対
応
し
て
い
た
。
し
か
し
、
問
題
の
解
決
に
進
展
は
な
く
、
米
国
は
北
朝
鮮
に
よ
る
核
物
質
の
保
有
と
利
用

の
可
能
性
に
注
目
し
た
。
ま
だ
北
朝
鮮
に
核
兵
器
、
及
び
そ
の
開
発
能
力
は
な
い
と
判
断
し
た
米
国
は
、
自
国
の
国
際
核
不
拡
散
政
策
に

基
づ
き
、
核
物
質
の
保
有
及
び
再
処
理
・
濃
縮
の
禁
止
を
求
め
る
北
朝
鮮
非
核
化
政
策
を
策
定
し
）
13
（
た
。
核
物
質
の
利
用
に
対
す
る
厳
格
な
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規
制
と
管
理
は
、
米
国
が
過
去
一
五
年
間
取
り
組
ん
で
き
た
重
要
な
問
題
で
あ
り
、
北
朝
鮮
の
不
法
な
核
活
動
を
事
前
に
阻
止
し
、
将
来

に
向
け
た
非
核
化
の
実
現
を
目
指
す
こ
と
で
あ
っ
）
14
（

た
。

　
米
国
の
新
し
い
北
朝
鮮
非
核
化
政
策
の
内
容
は
、
七
〇
年
代
後
半
か
ら
強
化
さ
れ
た
同
国
の
国
際
核
不
拡
散
政
策
に
基
づ
く
も
の
で

あ
っ
）
15
（
た
。
同
政
策
基
調
は
、
特
に
カ
ー
タ
ー
政
権
期
か
ら
強
化
さ
れ
、
核
拡
散
防
止
の
た
め
の
核
物
質
及
び
関
連
技
術
の
移
転
と
利
用
を

規
制
・
管
理
す
る
多
国
間
協
力
措
置
と
、
米
国
の
独
自
的
な
政
策
措
置
が
展
開
さ
れ
始
め
）
16
（

た
。
こ
れ
ら
の
諸
措
置
は
、
以
降
も
米
国
の
国

際
核
不
拡
散
政
策
の
基
礎
と
し
て
歴
代
政
権
に
受
け
継
が
れ
）
17
（
た
。
但
し
、
国
際
社
会
の
積
極
的
な
支
持
を
得
る
こ
と
に
限
界
が
あ
っ
た
多

国
間
協
力
に
つ
い
て
は
、
新
し
い
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
提
唱
す
る
よ
り
、
既
存
の
核
の
国
際
規
範
を
活
用
す
る
よ
う
に
な
）
18
（

り
、
核
の
平
和

利
用
の
保
障
と
、
厳
格
な
規
制
・
管
理
を
骨
子
と
す
る
二
国
間
原
子
力
協
力
政
策
を
積
極
的
に
推
進
す
る
よ
う
に
な
っ
）
19
（
た
。

　
七
〇
年
代
以
降
、
核
の
国
際
規
範
を
重
視
し
な
が
ら
、
そ
の
枠
内
で
二
国
間
原
子
力
協
力
政
策
を
推
進
す
る
形
で
展
開
さ
れ
た
米
国
の

国
際
核
不
拡
散
政
策
）
20
（
は
、
と
り
わ
け
冷
戦
終
焉
後
、
北
朝
鮮
非
核
化
政
策
に
影
響
を
与
え
た
。
冷
戦
後
の
新
世
界
秩
序
構
想
で
、
核
拡
散

を
国
際
社
会
に
対
す
る
最
大
の
脅
威
と
位
置
付
け
、
核
拡
散
防
止
体
制
の
再
構
築
に
む
け
て
国
際
社
会
を
糾
合
し
て
い
た
ブ
ッ
シ
ュ
政
権

は
）
21
（

、
北
朝
鮮
が
負
う
べ
き
核
拡
散
防
止
条
約
（
Ｎ
Ｐ
Ｔ
）
の
非
核
化
義
務
を
強
調
し
、
核
の
国
際
秩
序
に
お
け
る
普
遍
的
価
値
を
守
る
よ

う
求
め
）
22
（

た
。
さ
ら
に
、
南
北
朝
鮮
の
核
物
質
の
保
有
と
利
用
を
制
限
す
る
南
北
非
核
化
共
同
宣
言
の
成
立
を
目
指
し
、
北
朝
鮮
の
み
な
ら

ず
、
韓
国
を
含
む
朝
鮮
半
島
全
体
の
非
核
化
を
実
現
す
る
た
め
の
非
核
化
政
策
を
具
体
化
し
）
23
（
た
。

　
特
に
、
南
北
非
核
化
共
同
宣
言
の
成
立
で
緒
に
つ
く
だ
ろ
う
と
期
待
し
た
北
朝
鮮
及
び
朝
鮮
半
島
の
非
核
化
履
行
の
内
容
は
、
米
国
が

二
国
間
原
子
力
協
力
政
策
上
、
相
手
国
に
要
求
す
る
必
須
の
協
力
条
件
を
多
く
反
映
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
核
の
国
際
秩
序
に
お
い
て
多

大
な
影
響
力
を
発
揮
し
て
い
る
米
国
の
二
国
間
原
子
力
協
力
政
策
は
、
協
力
国
に
対
し
て
原
子
力
の
平
和
利
用
を
保
障
す
る
代
わ
り
に
、

米
国
が
直
接
的
に
影
響
力
を
行
使
し
て
核
拡
散
を
防
止
す
る
政
策
で
あ
）
24
（

る
。
同
政
策
を
推
進
す
る
際
に
米
国
が
相
手
側
に
要
求
す
る
必
須

の
協
力
条
件
は
、
一
九
七
八
年
の
「
核
不
拡
散
法
（
Ｎ
Ｎ
Ｐ
Ａ
）」
の
制
定
を
も
っ
て
強
化
さ
れ
、
今
も
二
国
間
原
子
力
協
力
政
策
の
基
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本
的
な
原
則
と
し
て
守
ら
れ
て
い
）
25
（
る
。
主
に
核
の
平
和
利
用
と
核
物
質
利
用
の
規
制
を
義
務
付
け
る
「
保
障
措
置
の
適
用
」「
軍
事
目
的

の
転
用
禁
止
」「
核
関
連
施
設
及
び
物
質
・
技
術
・
資
材
な
ど
の
移
転
と
利
用
の
禁
止
」「
核
燃
料
の
保
有
及
び
濃
縮
・
再
処
理
の
禁
止
」

の
条
件
）
26
（
は
、
米
国
が
朝
鮮
半
島
の
非
核
化
を
目
指
し
て
作
成
し
た
南
北
非
核
化
共
同
宣
言
の
原
案
に
も
示
さ
れ
て
い
る
。

　
一
九
九
一
年
一
二
月
の
第
五
次
南
北
高
位
級
会
談
の
開
催
を
前
に
、
自
ら
南
北
非
核
化
共
同
宣
言
の
原
案
を
作
成
し
た
米
国
は
、
第
一

に
序
文
で
南
北
が
遵
守
す
べ
き
Ｎ
Ｐ
Ｔ
の
国
際
義
務
を
明
示
し
、
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
と
の
保
障
措
置
協
定
締
結
及
び
、
そ
れ
に
伴
う
国
際
核
査
察

の
実
施
を
朝
鮮
半
島
非
核
化
の
必
須
条
件
と
し
て
定
め
）
27
（
た
。
こ
の
内
容
は
、
核
の
国
際
規
範
と
、
南
北
非
核
化
共
同
宣
言
の
整
合
性
を
図

る
と
同
時
に
、
Ｎ
Ｐ
Ｔ
加
盟
後
、
未
だ
履
行
さ
れ
て
い
な
い
北
朝
鮮
の
非
核
化
の
義
務
遵
守
を
再
度
促
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
核

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用
は
専
ら
平
和
目
的
に
限
り
、
第
二
条
で
は
南
北
に
よ
る
核
燃
料
の
再
処
理
及
び
濃
縮
の
施
設
の
保
有
を
禁
止
し
て
い

る
。
つ
ま
り
、
核
燃
料
を
生
産
で
き
る
核
施
設
の
保
有
を
禁
止
し
て
、
核
開
発
に
つ
な
が
り
得
る
核
物
質
の
保
有
と
利
用
の
意
味
を
な
く

し
、
軍
事
目
的
の
転
用
の
可
能
性
を
事
前
に
排
除
し
よ
う
と
す
る
内
容
で
あ
）
28
（
る
。
さ
ら
に
、
序
文
で
定
め
た
非
核
化
の
義
務
遵
守
に
伴
う

保
障
措
置
の
適
用
に
加
え
て
、
第
四
条
で
は
、
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
非
核
化
の
履
行
と
検
証
を
行
う
固
有
の
保
障
措
置
の
採
択
を
規
定
し

た
）
29
（

。
特
に
、
こ
の
固
有
の
保
障
措
置
に
よ
る
南
北
相
互
査
察
の
権
限
は
、
朝
鮮
半
島
内
の
す
べ
て
の
軍
事
及
び
民
間
の
核
施
設
を
査
察
対

象
に
含
む
「
強
制
査
察
（Challenge Inspection

）」
の
概
念
を
帯
び
る
た
め
、
通
常
の
査
察
よ
り
も
強
力
な
非
核
化
規
範
の
制
度
化
を
目

指
す
も
の
で
あ
っ
）
30
（
た
。㈡

　「
南
北
非
核
化
共
同
宣
言
」
の
成
立
と
限
界

　
従
来
の
米
国
の
二
国
間
原
子
力
協
力
政
策
は
、
核
の
平
和
利
用
の
保
障
と
核
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
対
す
る
厳
格
な
規
制
と
管
理
を
義
務
付
け

る
た
め
、
協
力
国
家
と
の
「
二
国
間
原
子
力
協
力
協
定
」
を
締
結
し
、
協
力
の
法
的
根
拠
を
設
け
て
行
わ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
し

か
し
、
核
問
題
を
含
む
朝
鮮
半
島
問
題
の
当
事
者
間
解
決
の
原
則
を
主
張
す
る
韓
国
の
存
在
は
、
米
国
が
北
朝
鮮
核
問
題
に
関
与
す
る
際
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に
常
に
考
慮
す
べ
き
要
因
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
北
朝
鮮
を
原
子
力
協
力
は
勿
論
、
対
話
の
対
象
と
し
て
認
識
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
米

政
府
内
に
残
存
す
る
対
北
朝
鮮
不
信
感
も
、
自
ら
の
対
北
朝
鮮
関
与
を
妨
げ
る
制
約
要
因
で
あ
っ
）
31
（

た
。
そ
れ
が
故
に
米
国
は
、
南
北
対
話

の
場
で
韓
国
が
対
北
朝
鮮
非
核
化
協
議
を
リ
ー
ド
す
る
こ
と
に
同
意
）
32
（
し
、
核
物
質
利
用
の
制
限
を
規
定
す
る
米
国
の
核
不
拡
散
の
原
則
が
、

韓
国
を
通
し
て
北
朝
鮮
側
に
擬
似
適
用
さ
れ
る
方
式
が
成
立
し
た
。

　
米
国
は
、
自
ら
作
成
し
た
南
北
非
核
化
共
同
宣
言
の
原
案
を
第
五
次
南
北
会
談
で
北
朝
鮮
側
に
提
示
す
る
よ
う
韓
国
側
に
求
め
た
。
最

初
、
韓
国
政
府
は
米
国
の
原
案
は
過
度
な
対
北
朝
鮮
要
求
で
あ
る
と
し
て
提
案
に
躊
躇
し
て
い
た
が
、
米
国
と
の
政
策
協
議
を
重
ね
た
結

果
、
最
終
的
に
南
北
会
談
で
米
国
の
原
案
を
提
示
す
る
こ
と
に
同
意
し
）
33
（

た
。
つ
い
に
、
南
北
対
話
の
場
を
介
し
て
、
米
国
の
核
不
拡
散
の

原
則
が
北
朝
鮮
側
に
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
二
月
一
一
日
に
行
わ
れ
た
第
五
次
南
北
会
談
で
韓
国
政
府
が

北
朝
鮮
側
に
米
国
の
原
案
を
提
示
し
た
が
、
非
核
化
協
議
に
実
質
的
な
進
展
は
な
く
、
南
北
非
核
化
の
合
意
は
後
回
し
に
さ
れ
）
34
（
た
。

　
南
北
間
の
非
核
化
協
議
の
低
迷
と
合
意
形
成
の
行
き
詰
ま
り
を
懸
念
す
る
米
国
に
対
し
て
韓
国
側
は
、
年
内
に
非
核
化
協
議
を
再
開
す

る
こ
と
に
南
北
が
合
意
し
、
米
国
の
原
案
が
南
北
非
核
化
合
意
の
原
則
に
な
る
こ
と
を
強
調
し
な
が
ら
米
側
の
憂
慮
を
解
消
す
る
た
め
に

努
力
し
）
35
（
た
。
し
か
し
、
米
国
が
作
成
し
た
南
北
非
核
化
共
同
宣
言
の
原
案
の
内
容
が
、
そ
の
ま
ま
貫
徹
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
一
二

月
二
六
日
か
ら
三
回
に
わ
た
っ
て
再
開
さ
れ
た
南
北
非
核
化
協
議
を
経
て
、
同
月
三
一
日
に
成
立
し
た
「
南
北
非
核
化
共
同
宣
言
」
は
、

核
の
再
処
理
施
設
及
び
ウ
ラ
ン
濃
縮
施
設
保
有
の
禁
止
を
明
示
し
て
い
た
）
36
（
が
、
最
終
合
意
の
内
容
は
米
国
が
満
足
で
き
る
も
の
で
は
な

か
っ
た
。

　
米
国
は
、
南
北
非
核
化
共
同
宣
言
に
つ
い
て
、
韓
国
と
北
朝
鮮
が
核
燃
料
の
再
処
理
及
び
濃
縮
施
設
の
放
棄
に
合
意
し
た
こ
と
を
高
く

評
価
し
た
が
、
原
案
の
序
文
に
明
示
し
て
い
た
非
核
化
の
国
際
義
務
遵
守
の
具
体
的
な
内
容
が
削
除
さ
れ
、
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
非
核
化

の
必
須
条
件
の
一
つ
が
失
わ
れ
た
こ
と
を
懸
念
し
）
37
（

た
。
米
国
に
と
っ
て
さ
ら
に
重
要
な
問
題
は
、
南
北
相
互
査
察
制
度
に
お
け
る
強
制
査

察
の
概
念
が
大
幅
に
緩
和
さ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
朝
鮮
半
島
内
の
核
物
質
及
び
核
施
設
へ
の
厳
格
な
管
理
・
監
督
及
び
規
制
を
目
的
と
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す
る
南
北
相
互
査
察
は
、
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
に
よ
る
国
際
核
査
察
と
共
に
、
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
核
拡
散
を
防
止
す
る
非
核
化
措
置
の
一
つ
で
あ

る
。
し
か
し
、
南
北
相
互
査
察
の
目
的
と
対
象
を
詳
細
に
規
定
し
た
原
案
の
内
容
が
削
除
さ
れ
、
特
に
強
制
査
察
の
概
念
は
不
明
確
な
表

現
に
代
替
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
南
北
相
互
査
察
制
度
の
確
立
の
た
め
、
在
韓
米
軍
基
地
を
査
察
対
象
に
含
め
た
米
国
の
戦
略
的
決
断

の
意
味
を
薄
め
る
こ
と
で
あ
り
、
北
朝
鮮
が
南
北
非
核
化
共
同
宣
言
の
履
行
を
意
図
的
に
遅
延
、
ま
た
は
拒
否
す
る
可
能
性
を
は
ら
む
問

題
で
あ
っ
）
38
（

た
。

　
内
容
上
の
不
完
全
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
米
国
が
南
北
非
核
化
共
同
宣
言
の
成
立
を
容
認
し
た
理
由
と
し
て
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
と
ウ
ラ

ン
の
二
つ
の
核
物
質
を
生
産
で
き
る
核
施
設
の
保
有
を
禁
止
し
て
い
た
こ
）
39
（

と
、
そ
し
て
対
北
朝
鮮
核
戦
略
と
国
際
核
不
拡
散
政
策
を
め
ぐ

る
米
政
府
内
の
異
見
を
纏
め
得
る
内
容
で
あ
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
）
40
（
る
。
し
か
し
、
前
述
の
よ
う
に
、
米
国
が
当
初
か
ら
望
ん
で
い
た
南

北
非
核
化
共
同
宣
言
の
原
案
の
内
容
は
最
後
ま
で
貫
徹
さ
れ
ず
、
厳
格
な
非
核
化
義
務
の
内
容
が
削
除
、
ま
た
は
緩
和
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、

米
国
は
北
朝
鮮
核
問
題
へ
の
関
与
の
必
要
性
を
察
し
て
い
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
南
北
非
核
化
共
同
宣
言
の
成
立
は
、
そ
の
内
容
上
の
不

完
全
性
か
ら
、
南
北
間
の
非
核
化
協
議
の
継
続
及
び
、
そ
れ
に
対
す
る
米
国
の
本
格
的
な
関
与
の
必
要
性
を
確
認
さ
せ
る
契
機
と
な
っ
た
。

㈢
　
米
朝
協
議
へ
の
方
針
と
実
施

　
米
国
は
、
第
五
次
南
北
会
談
で
南
北
非
核
化
共
同
宣
言
が
成
立
し
な
か
っ
た
こ
と
を
確
認
し
、
一
二
月
一
七
日
に
国
家
安
全
保
障
会
議

の
次
官
級
会
議
（N

ational Security Council D
eputies Com

m
ittee

）
を
開
催
し
た
。
同
会
議
で
米
国
は
、
北
朝
鮮
及
び
朝
鮮
半
島
の
非
核

化
に
関
す
る
自
国
の
立
場
を
北
朝
鮮
側
に
直
接
伝
え
る
た
め
の
米
朝
協
議
の
開
催
を
正
式
に
決
定
し
）
41
（

た
。
南
北
非
核
化
共
同
宣
言
が
成
立

し
た
後
、
非
核
化
の
原
則
を
め
ぐ
っ
て
北
朝
鮮
と
戦
略
的
に
妥
協
し
た
韓
国
と
自
国
の
間
に
、
対
北
朝
鮮
非
核
化
政
策
を
め
ぐ
る
意
見
の

相
違
が
生
じ
る
可
能
性
を
認
知
し
た
米
国
に
と
っ
て
、
自
国
の
要
求
を
北
朝
鮮
側
に
直
接
伝
え
る
米
朝
協
議
の
意
味
は
さ
ら
に
重
要
に

な
っ
）
42
（
た
。
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米
国
は
南
北
非
核
化
共
同
宣
言
の
最
終
合
意
内
容
に
満
足
で
き
ず
、
自
国
の
目
指
す
目
標
の
達
成
に
向
け
て
北
朝
鮮
を
さ
ら
に
誘
導
す

る
た
め
、
朝
鮮
戦
争
休
戦
後
、
初
め
て
の
米
朝
高
官
級
協
議
の
開
催
を
北
朝
鮮
側
に
も
ち
か
け
）
43
（

た
。
し
か
し
、
朝
鮮
半
島
問
題
の
南
北
当

事
者
間
解
決
の
原
則
を
重
視
す
る
韓
国
政
府
の
立
場
か
ら
、
米
朝
協
議
実
施
に
対
す
る
韓
国
政
府
の
了
承
は
不
可
欠
の
も
の
で
あ
っ
た
。

米
朝
協
議
の
開
催
を
望
む
米
政
府
の
要
請
に
対
し
て
、
韓
国
政
府
は
条
件
付
き
に
そ
れ
を
許
可
し
た
。
そ
の
条
件
と
は
、
一
回
限
り
の
開

催
で
あ
り
、
米
朝
協
議
に
お
け
る
北
朝
鮮
側
の
代
表
は
金
容
淳
副
部
長
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
韓
国
か
ら
の
二
つ
の
条
件
は
、
自
国
の

当
事
者
間
解
決
の
原
則
を
優
先
し
、
米
朝
協
議
の
レ
ベ
ル
の
格
上
げ
を
牽
制
す
る
措
置
で
も
あ
っ
）
44
（
た
。
米
国
は
韓
国
か
ら
の
条
件
を
そ
の

ま
ま
受
け
入
れ
た
。
米
朝
協
議
の
開
催
を
め
ぐ
り
、
米
政
府
内
で
一
致
し
た
意
見
が
設
け
ら
れ
ず
に
い
た
た
め
、
む
し
ろ
韓
国
政
府
の
条

件
は
、
米
政
府
内
の
意
見
の
相
違
を
ま
と
め
て
米
朝
協
議
の
開
催
を
め
ぐ
る
準
備
作
業
を
円
満
に
す
る
効
果
が
あ
っ
）
45
（
た
。
結
果
的
に
、
米

国
は
、
韓
国
の
当
事
者
間
解
決
の
原
則
に
配
慮
し
な
が
ら
、
米
朝
協
議
に
お
け
る
対
北
朝
鮮
政
策
オ
プ
シ
ョ
ン
を
具
体
化
す
る
こ
と
が
で

き
た
。

　
そ
の
後
、
米
国
は
一
九
九
二
年
二
月
の
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
理
事
会
ま
で
を
節
目
と
し
て
、
一
・
二
月
の
間
は
北
朝
鮮
に
対
す
る
圧
力
よ
り
、
非

核
化
の
実
現
に
協
力
す
る
場
合
に
得
ら
れ
る
利
点
を
説
明
し
て
、
北
朝
鮮
側
か
ら
肯
定
的
な
反
応
を
導
き
出
す
戦
略
を
立
て
）
46
（
た
。
他
方
で
、

北
朝
鮮
が
非
核
化
の
義
務
を
果
た
し
て
い
な
い
段
階
で
、
同
国
の
非
核
化
義
務
の
履
行
が
確
認
で
き
る
前
に
、
追
加
的
な
米
朝
協
議
の
実

施
や
米
朝
関
係
正
常
化
な
ど
、
北
朝
鮮
側
が
好
む
よ
う
な
提
案
に
は
自
ら
触
れ
な
い
こ
と
を
決
め
）
47
（
た
。
つ
ま
り
、
非
核
化
の
義
務
遵
守
に

伴
う
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
提
供
と
い
う
米
国
か
ら
の
無
言
の
シ
グ
ナ
ル
を
、
米
国
が
望
む
通
り
に
正
し
く
解
釈
す
る
こ
と
は
、
北
朝
鮮
側

に
与
え
ら
れ
た
役
目
で
あ
っ
）
48
（

た
。

　
一
九
九
二
年
一
月
一
八
日
に
訪
韓
し
た
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ソ
ロ
モ
ン
（Richard H

. Solom
on

）
米
国
務
次
官
補
は
、
韓
国
と
の
政
策
協
議

で
、
同
月
二
二
日
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
米
朝
協
議
を
開
催
す
る
こ
と
に
北
朝
鮮
側
が
同
意
し
た
こ
と
を
知
ら
せ
、
自
国
の
対
北
「
対
話
の

要
旨
」
を
も
説
明
し
た
。
そ
し
て
米
韓
両
国
は
、
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
の
対
北
国
際
核
査
察
と
南
北
相
互
査
察
が
円
満
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
協
力
す
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る
こ
と
を
確
認
し
）
49
（
た
。
米
韓
協
議
の
三
日
後
、
一
月
二
二
日
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
国
連
本
部
で
、
最
初
の
米
朝
間
高
官
級
協
議
が
行
わ
れ

た
。
米
国
は
北
朝
鮮
側
に
、
核
の
国
際
規
範
の
尊
重
と
非
核
化
の
義
務
履
行
を
求
め
な
が
ら
、
南
北
非
核
化
共
同
宣
言
に
従
っ
て
南
北
相

互
査
察
制
度
を
確
立
す
る
た
め
協
議
の
開
始
を
促
し
、
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
非
核
化
の
実
現
は
自
ら
宣
言
し
た
義
務
で
あ
る
こ
と
を
強
調

し
）
50
（
た
。
こ
う
し
た
米
国
か
ら
の
要
請
に
対
し
て
北
朝
鮮
は
、
包
括
的
な
核
問
題
の
解
決
の
た
め
に
も
米
朝
協
議
の
継
続
が
必
要
で
あ
る
と

主
張
し
た
。
し
か
し
、
米
朝
協
議
を
め
ぐ
る
米
政
府
内
の
政
策
協
議
の
結
果
通
り
、
米
国
は
米
朝
協
議
の
再
開
や
関
係
正
常
化
の
問
題
は

言
及
せ
ず
に
、
そ
れ
で
も
北
朝
鮮
側
が
自
国
の
無
言
の
シ
グ
ナ
ル
を
正
し
く
解
釈
す
る
よ
う
望
ん
だ
。
幸
い
に
、
米
朝
協
議
実
施
か
ら
一

週
間
後
の
一
月
三
〇
日
に
北
朝
鮮
が
、
つ
い
に
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
と
の
保
障
措
置
協
定
に
署
名
）
51
（

し
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
の
米
朝
協
議
開
催
の
一
つ

の
成
果
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
。

三
　
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
非
核
化
実
現
の
た
め
の
努
力
と
挫
折

㈠
　
核
査
察
制
度
の
基
盤
の
醸
成

　
米
朝
協
議
後
、
北
朝
鮮
が
見
せ
た
非
核
化
努
力
の
中
核
と
な
っ
た
の
は
、
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
と
の
協
力
で
あ
っ
た
。
北
朝
鮮
は
、
核
査
察
の
受

け
入
れ
が
義
務
で
あ
る
以
上
、
強
制
力
の
な
い
国
際
核
査
察
の
受
け
入
れ
が
よ
り
良
い
選
択
肢
で
あ
り
、
米
朝
協
議
の
再
開
に
も
役
に
立

つ
と
判
断
し
た
上
で
、
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
と
の
協
力
に
乗
り
出
し
た
の
で
あ
っ
）
52
（
た
。
し
か
し
、
す
で
に
米
国
は
、
通
常
の
国
際
核
査
察
だ
け
で
は

北
朝
鮮
の
核
開
発
疑
惑
が
十
分
に
解
消
さ
れ
な
い
と
判
断
し
、
よ
り
強
力
な
査
察
権
限
を
持
つ
「
特
別
査
察
（Special Inspection

）」
の

対
北
朝
鮮
適
用
の
必
要
性
を
察
し
て
い
）
53
（

た
。
さ
ら
に
北
朝
鮮
の
保
障
措
置
協
定
締
結
か
ら
、
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
に
よ
る
対
北
朝
鮮
特
別
査
察
の
要

請
に
正
当
性
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
の
重
要
性
も
認
知
し
て
い
）
54
（
た
。
一
九
九
二
年
二
月
二
四
日
の
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
定
期
理
事
会
で
対
北
朝
鮮
特
別
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査
察
の
要
請
が
正
式
に
決
定
さ
れ
、
北
朝
鮮
の
保
障
措
置
協
定
批
准
の
完
了
と
共
に
、
特
別
査
察
へ
の
同
意
の
確
保
が
、
北
朝
鮮
非
核
化

に
お
け
る
も
う
一
つ
の
重
要
な
課
題
と
な
っ
）
55
（

た
。

　
他
方
で
米
国
は
、
も
う
一
つ
の
重
要
な
査
察
制
度
で
あ
る
南
北
相
互
査
察
の
問
題
を
め
ぐ
り
、
韓
国
と
政
策
協
議
を
進
め
て
い
た
。
し

か
し
、
南
北
相
互
査
察
制
度
の
確
立
が
重
要
な
時
期
に
、
対
北
朝
鮮
非
核
化
協
議
に
臨
む
韓
国
の
戦
略
が
問
題
と
な
っ
た
。
南
北
相
互
査

察
の
重
要
性
と
必
要
性
に
つ
い
て
、
米
韓
は
共
通
の
認
識
を
持
っ
て
い
た
）
56
（

が
、
韓
国
は
南
北
関
係
の
悪
化
を
懸
念
し
、
核
問
題
の
解
決
と

は
別
に
、
南
北
経
済
協
力
や
対
北
朝
鮮
制
裁
緩
和
な
ど
、
対
北
朝
鮮
関
係
改
善
の
た
め
の
政
策
措
置
を
と
り
得
る
と
い
う
立
場
を
と
っ
て

い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
韓
国
政
府
の
思
惑
は
、
北
朝
鮮
核
問
題
の
解
決
と
非
核
化
の
実
現
を
優
先
す
る
米
国
に
と
っ
て
、
対
北
朝

鮮
非
核
化
政
策
を
め
ぐ
る
米
韓
の
不
協
和
を
招
き
得
る
問
題
で
あ
り
、
北
朝
鮮
側
に
対
北
朝
鮮
譲
歩
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
る
可
能
性
が

あ
っ
）
57
（
た
。

　
当
初
、
二
月
の
第
六
次
南
北
高
位
級
会
談
ま
で
に
保
障
措
置
批
准
を
完
了
さ
せ
る
と
明
言
し
た
北
朝
鮮
の
計
画
が
、
四
月
ま
で
延
期
さ

れ
た
こ
と
か
ら
、
米
政
府
内
で
南
北
会
談
の
開
催
を
再
検
討
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
見
が
出
さ
れ
た
。
そ
れ
で
も
米
国
は
、
同
会
談
で

南
北
非
核
化
共
同
宣
言
が
正
式
発
効
し
、「
南
北
核
統
制
共
同
委
員
会
（South-N

orth Joint N
uclear Control Com

m
ission

）」（
以
下
、
Ｊ

Ｎ
Ｃ
Ｃ
）
の
構
成
、
相
互
査
察
の
実
施
が
期
待
さ
れ
る
側
面
を
重
視
し
て
、
計
画
通
り
の
開
催
を
支
持
す
る
こ
と
を
決
め
）
58
（

た
。
さ
ら
に
北

朝
鮮
非
核
化
政
策
を
め
ぐ
り
、
韓
国
と
の
間
に
認
識
の
相
違
が
生
じ
る
可
能
性
に
備
え
て
、
今
後
、
必
要
に
応
じ
て
政
策
担
当
官
が
訪
韓

し
て
米
韓
協
議
を
行
い
、
北
朝
鮮
及
び
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
非
核
化
の
実
現
に
向
け
た
韓
国
側
の
意
志
を
確
認
す
る
こ
と
と
し
）
59
（

た
。

　
米
国
の
望
む
通
り
、
二
月
一
八
日
の
第
六
次
南
北
会
談
で
南
北
非
核
化
共
同
宣
言
が
正
式
に
発
効
し
た
。
さ
ら
に
、「
Ｊ
Ｎ
Ｃ
Ｃ
の
構

成
及
び
運
営
に
関
す
る
協
議
」（
以
下
、
Ｊ
Ｎ
Ｃ
Ｃ
構
成
協
議
）
の
実
施
も
合
意
さ
れ
、
南
北
相
互
査
察
の
問
題
を
め
ぐ
る
南
北
協
議
が
始

ま
っ
た
。
以
降
、
米
国
か
ら
主
要
政
策
担
当
官
の
訪
韓
が
続
き
、
Ｊ
Ｎ
Ｃ
Ｃ
構
成
協
議
に
関
す
る
米
韓
の
政
策
調
整
が
行
わ
れ
た
。
同
月

二
三
日
に
訪
韓
し
た
ダ
グ
ラ
ス
・
パ
ー
ル
（D

ouglas H
. Paal

）
米
大
統
領
特
別
補
佐
官
は
、
南
北
相
互
査
察
の
早
期
実
現
に
向
け
て
韓
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国
の
積
極
的
な
対
北
朝
鮮
ア
プ
ロ
ー
チ
を
強
調
し
た
。
さ
ら
に
、
二
八
日
に
訪
韓
し
た
ロ
ナ
ル
ド
・
レ
ー
マ
ン
（Ronald F. Lehm

an

）

米
軍
備
管
理
軍
縮
局
（
Ａ
Ｃ
Ｄ
Ａ
）
局
長
率
い
る
政
策
チ
ー
ム
と
韓
国
の
政
策
協
議
で
、
三
月
一
八
日
ま
で
に
Ｊ
Ｎ
Ｃ
Ｃ
を
構
成
し
、
そ

の
後
一
か
月
以
内
に
南
北
相
互
査
察
を
実
施
す
る
と
い
う
具
体
的
な
タ
イ
ム
ラ
イ
ン
を
設
定
し
）
60
（
た
。
以
降
、
三
月
四
日
に
韓
国
政
府
は
、

南
北
問
題
と
核
査
察
問
題
を
連
繫
し
て
対
応
す
る
戦
略
方
針
を
確
定
し
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
リ
リ
ー
（Jam

es R. Lilley

）
米
国
防
次
官
補
は
、

北
朝
鮮
核
問
題
の
解
決
と
朝
鮮
半
島
の
非
核
化
が
実
現
す
る
ま
で
、
在
韓
米
軍
の
追
加
削
減
は
な
い
こ
と
を
韓
国
側
と
確
認
し
）
61
（

た
。

　
こ
う
し
て
米
韓
の
間
で
北
朝
鮮
核
問
題
の
解
決
と
朝
鮮
半
島
の
非
核
化
実
現
を
優
先
す
る
政
策
方
針
が
共
有
さ
）
62
（
れ
、
以
降
の
対
北
朝
鮮

非
核
化
協
議
か
ら
一
定
の
進
展
が
あ
っ
た
。
三
月
一
四
日
に
実
施
さ
れ
た
第
七
次
Ｊ
Ｎ
Ｃ
Ｃ
構
成
協
議
で
、
南
北
相
互
査
察
規
定
を
Ｊ
Ｎ

Ｃ
Ｃ
発
足
後
二
か
月
以
内
に
採
択
し
、
そ
の
後
二
十
日
以
内
に
査
察
を
実
施
す
る
と
い
う
時
限
が
設
定
さ
れ
、
北
朝
鮮
の
非
核
化
義
務
履

行
の
遅
延
の
可
能
性
へ
の
対
応
が
整
っ
た
。
さ
ら
に
南
北
は
、
Ｊ
Ｎ
Ｃ
Ｃ
の
設
立
に
合
意
し
、
三
月
一
九
日
に
Ｊ
Ｎ
Ｃ
Ｃ
が
正
式
に
発
足

し
）
63
（
た
。
同
日
に
行
わ
れ
た
第
一
次
「
南
北
核
統
制
共
同
委
員
会
会
議
」（
以
下
、
Ｊ
Ｎ
Ｃ
Ｃ
会
議
） 

で
韓
国
政
府
は
、
Ｊ
Ｎ
Ｃ
Ｃ
構
成
協
議

で
合
意
し
た
査
察
規
定
の
採
択
と
査
察
の
実
施
が
早
期
に
行
わ
れ
る
よ
う
南
北
が
協
力
す
る
こ
と
を
強
調
し
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
前
に
南

北
の
軍
事
・
民
間
の
核
施
設
に
対
す
る
示
範
査
察
（Trial Inspection

）
を
先
に
実
施
す
る
よ
う
北
朝
鮮
側
に
求
め
、
南
北
相
互
査
察
制
度

に
強
制
査
察
の
概
念
を
取
り
入
れ
る
よ
う
努
力
し
）
64
（

た
。

　
米
国
は
、
一
月
の
米
朝
協
議
以
降
の
北
朝
鮮
の
保
障
措
置
署
名
か
ら
Ｊ
Ｎ
Ｃ
Ｃ
の
発
足
ま
で
、
一
連
の
進
行
状
況
に
つ
い
て
紆
余
曲
折

は
あ
っ
た
も
の
の
、
結
果
的
に
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
非
核
化
の
実
現
に
対
す
る
北
朝
鮮
の
協
力
が
あ
っ
た
と
評
価
し
）
65
（

た
。
さ
ら
に
、
北
朝

鮮
が
非
核
化
の
実
現
に
協
調
す
る
意
図
は
未
だ
に
特
定
で
き
な
い
が
、
そ
れ
で
も
今
後
、
北
朝
鮮
が
継
続
し
て
非
核
化
に
協
力
す
る
こ
と

を
期
待
し
、
対
北
朝
鮮
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
提
供
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
判
断
し
）
66
（
た
。
し
か
し
他
方
で
は
、
北
朝
鮮
が
ま
だ
国

際
核
査
察
実
施
の
具
体
的
な
計
画
を
表
明
し
て
い
な
い
こ
と
、
南
北
相
互
査
察
規
定
が
ま
だ
採
択
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
踏
ま
え
、
北
朝

鮮
の
非
核
化
義
務
履
行
の
遅
延
に
対
応
で
き
る
包
括
的
な
対
北
朝
鮮
戦
略
の
準
備
を
進
め
た
。
米
国
は
、
改
め
て
六
月
ま
で
を
節
目
に
設
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定
し
、
対
北
朝
鮮
核
査
察
実
施
の
成
否
双
方
を
想
定
し
た
対
応
政
策
措
置
と
し
て
、
米
朝
関
係
や
経
済
協
力
、
対
北
朝
鮮
制
裁
に
関
す
る

「
外
交
措
置
」「
経
済
措
置
」
を
含
む
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
対
応
措
置
を
設
け
）
67
（

た
。

㈡
　
非
核
化
検
証
を
め
ぐ
る
や
り
と
り

　
一
九
九
二
年
四
月
九
日
、
北
朝
鮮
は
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
と
の
保
障
措
置
協
定
を
批
准
し
、
翌
五
月
五
日
に
は
、
規
定
よ
り
も
早
く
自
国
の
核
プ

ロ
グ
ラ
ム
に
関
す
る
冒
頭
報
告
（Initial Report

）
を
行
）
68
（
い
、
北
朝
鮮
に
対
す
る
迅
速
な
国
際
核
査
察
の
実
施
が
期
待
さ
れ
始
め
）
69
（
た
。

　
し
か
し
、
北
朝
鮮
に
よ
る
冒
頭
報
告
の
内
容
か
ら
、
に
わ
か
に
重
大
な
問
題
が
浮
上
し
て
き
た
。
北
朝
鮮
が
、
過
去
に
約
九
〇
グ
ラ
ム

の
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
を
抽
出
し
た
こ
と
が
あ
る
と
報
告
し
た
の
で
あ
る
。
米
国
は
そ
の
内
容
に
注
目
し
、
北
朝
鮮
が
す
で
に
核
兵
器
を
開
発

で
き
る
充
分
な
量
の
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
を
抽
出
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
疑
惑
を
抱
き
始
め
）
70
（

た
。
さ
ら
に
、
五
月
二
五
日
に
開
始
し
た
第

一
次
対
北
朝
鮮
臨
時
査
察
（Ad H

oc Inspection

）
の
結
果
、
寧
辺
の
核
施
設
団
地
に
再
処
理
施
設
と
推
定
さ
れ
る
施
設
の
存
在
及
び
、

同
施
設
で
少
量
の
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
を
抽
出
し
た
前
歴
が
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
米
国
の
疑
惑
は
よ
り
深
ま
り
、
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ

は
対
北
朝
鮮
追
加
査
察
の
実
施
が
必
要
で
あ
る
と
強
調
し
）
71
（

た
。

　
北
朝
鮮
が
自
ら
行
っ
た
冒
頭
報
告
の
内
容
か
ら
浮
上
し
た
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
抽
出
の
問
題
は
、
北
朝
鮮
及
び
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
非
核
化

の
実
現
に
お
い
て
、
過
去
の
核
活
動
の
有
無
と
不
法
性
の
検
証
を
不
可
欠
の
も
の
に
す
る
契
機
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
北
朝
鮮
の
対
応
は
、

自
ら
過
去
の
核
活
動
に
対
す
る
追
加
査
察
の
必
要
性
を
確
認
さ
せ
、
未
申
告
核
施
設
に
対
す
る
特
別
査
察
の
要
請
を
正
当
化
す
る
意
図
せ

ぬ
結
果
を
招
い
た
。
し
か
し
北
朝
鮮
は
、
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
の
特
別
査
察
の
要
請
を
拒
否
し
続
け
、
該
当
施
設
は
、
核
燃
料
サ
イ
ク
ル
を
研
究
す

る
放
射
化
学
実
験
施
設
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
そ
れ
が
故
に
、
自
国
の
核
活
動
は
、
南
北
非
核
化
共
同
宣
言
に
反
す
る
も
の
で
は
な
く
、

進
行
中
の
核
施
設
の
建
設
を
継
続
す
る
と
明
ら
か
に
し
）
72
（

た
。
米
国
に
と
っ
て
北
朝
鮮
の
主
張
は
、
核
の
国
際
秩
序
に
お
け
る
核
物
質
管
理

の
た
め
に
進
め
て
き
た
自
国
の
国
際
核
不
拡
散
政
策
の
基
調
に
反
し
、
到
底
容
認
で
き
な
い
問
題
で
あ
っ
）
73
（

た
。
さ
ら
に
、
北
朝
鮮
の
主
張
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の
妥
当
性
を
確
認
す
る
た
め
に
も
、
迅
速
か
つ
正
確
な
対
北
朝
鮮
核
査
察
の
実
施
は
欠
か
せ
な
い
措
置
で
あ
っ
）
74
（
た
。

　
北
朝
鮮
の
過
去
核
活
動
の
問
題
は
、
南
北
相
互
査
察
制
度
の
確
立
に
お
け
る
米
国
の
立
場
を
さ
ら
に
堅
固
に
さ
せ
た
。
五
月
二
七
日
の

第
五
次
Ｊ
Ｎ
Ｃ
Ｃ
会
議
を
前
に
訪
韓
し
た
ア
ー
ノ
ル
ド
・
カ
ン
タ
ー
（Arnold L. Kanter

）
米
国
務
次
官
は
、
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
に
よ
る
国
際
核

査
察
の
実
施
だ
け
で
北
朝
鮮
核
問
題
が
解
決
さ
れ
る
と
考
え
る
の
は
正
し
く
な
い
と
し
、
南
北
相
互
査
察
の
早
期
実
現
の
重
要
性
と
、
効

果
的
な
相
互
査
察
の
実
施
に
つ
な
が
る
徹
底
し
た
査
察
規
定
の
採
択
を
強
調
し
）
75
（

た
。
し
か
し
、
Ｊ
Ｎ
Ｃ
Ｃ
会
議
に
お
け
る
北
朝
鮮
の
協
議

の
遅
延
戦
略
が
露
骨
に
な
り
、
五
月
中
に
査
察
規
定
を
採
択
し
、
六
月
中
に
相
互
査
察
を
実
施
す
る
と
い
う
朝
鮮
半
島
の
非
核
化
計
画
の

実
行
は
さ
ら
に
遠
の
い
）
76
（

た
。

　
南
北
非
核
化
協
議
が
低
迷
す
る
中
、
韓
国
政
府
の
矛
盾
し
た
態
度
が
再
び
現
れ
た
。
六
月
二
六
日
、
訪
韓
し
た
ポ
ー
ル
・
ウ
ル
フ
ォ

ウ
ィ
ッ
ツ
（Paul D. W

olfow
itz

）
米
国
防
次
官
と
の
面
談
で
盧
泰
愚
大
統
領
は
、
南
北
関
係
の
改
善
を
優
先
し
て
核
問
題
を
軽
視
す
る
と

い
う
韓
国
政
府
に
対
す
る
米
側
の
憂
慮
を
払
拭
す
る
た
め
、
北
朝
鮮
核
問
題
の
先
行
解
決
と
米
韓
協
力
へ
の
努
力
を
強
調
し
）
77
（
た
。
し
か
し
、

同
日
、
朝
鮮
半
島
情
勢
と
韓
国
政
府
の
立
場
を
説
明
す
る
メ
デ
ィ
ア
へ
の
配
布
資
料
で
は
、
北
朝
鮮
核
問
題
の
解
決
と
南
北
関
係
の
進
展

を
両
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
南
北
経
済
協
力
は
今
で
も
推
進
で
き
る
と
す
る
立
場
を
明
ら
か
に
し
）
78
（
た
。
北
朝
鮮
と
の

非
核
化
協
議
に
臨
む
韓
国
政
府
の
公
式
的
な
政
策
方
針
は
、
非
核
化
の
義
務
遵
守
を
優
先
す
る
強
硬
な
姿
勢
を
堅
持
す
る
も
の
で
あ
っ
た

が
、
北
朝
鮮
核
問
題
が
南
北
関
係
に
及
ぼ
し
得
る
影
響
を
懸
念
し
、
経
済
協
力
の
可
能
性
を
完
全
に
排
除
し
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
韓
国
政
府
の
態
度
は
、
通
常
で
あ
れ
ば
、
核
問
題
の
解
決
な
し
に
北
朝
鮮
側
に
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
与
え
、
核
協
議
の
進

展
を
さ
ら
に
難
し
く
す
る
可
能
性
を
は
ら
む
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
北
朝
鮮
と
の
非
核
化
協
議
が
低
迷
す
る
中
で
は
、
良
好
な
南
北

関
係
を
維
持
し
て
非
核
化
協
議
の
モ
メ
ン
タ
ム
を
保
つ
た
め
の
努
力
の
一
環
に
思
え
た
。
米
国
も
、
非
核
化
協
議
に
お
け
る
転
機
を
設
け

よ
う
と
、
北
朝
鮮
核
問
題
を
念
頭
に
外
交
的
政
策
措
置
を
展
開
し
た
。
七
月
二
日
、
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
は
、
米
国
の
世
界
規
模
の
戦
術
核

兵
器
削
減
計
画
の
完
了
を
発
表
し
）
79
（
た
。
同
発
表
は
、
北
朝
鮮
側
の
要
求
で
も
あ
っ
た
朝
鮮
半
島
か
ら
の
核
兵
器
の
撤
退
が
完
了
し
た
こ
と
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81

を
確
認
し
、
朝
鮮
半
島
の
パ
ワ
ー
バ
ラ
ン
ス
上
自
国
の
劣
勢
を
懸
念
し
た
北
朝
鮮
の
脅
威
認
識
を
緩
和
す
る
た
め
の
意
味
を
持
っ
て
い
た）

80
（

。

続
く
一
三
日
に
は
、
大
量
破
壊
兵
器
拡
散
防
止
の
政
策
措
置
を
公
表
し
、
核
兵
器
製
造
を
目
的
と
す
る
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
及
び
高
濃
縮
ウ
ラ

ン
の
生
産
の
中
止
を
宣
言
し
）
81
（
た
。
同
宣
言
は
、
核
兵
器
開
発
に
用
い
ら
れ
る
核
燃
料
を
保
有
、
ま
た
は
以
前
か
ら
生
産
し
て
い
る
諸
国
の

参
画
を
促
す
も
の
で
あ
り
、
米
国
の
核
戦
略
に
対
す
る
北
朝
鮮
の
不
信
感
を
解
消
す
る
た
め
の
も
の
で
も
あ
っ
）
82
（
た
。

　
こ
う
し
た
米
国
の
一
連
の
政
策
措
置
に
つ
い
て
、
北
朝
鮮
側
も
そ
の
意
義
を
評
価
し
た
。
特
に
、
戦
術
核
兵
器
の
撤
去
完
了
に
よ
っ
て
、

在
韓
米
軍
基
地
へ
の
直
接
査
察
を
主
張
し
て
い
た
北
朝
鮮
の
急
進
的
な
表
現
が
、
米
国
に
よ
る
証
明
を
期
待
す
る
と
い
う
穏
健
な
表
現
に

変
わ
っ
て
い
た
。
米
国
も
北
朝
鮮
か
ら
の
反
応
を
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
解
釈
し
、
Ｊ
Ｎ
Ｃ
Ｃ
会
議
の
低
迷
を
打
破
す
る
た
め
の
姿
勢
で
あ
る
と

分
析
し
）
83
（
た
。
今
後
、
南
北
非
核
化
協
議
の
実
質
的
な
進
展
が
行
わ
れ
、
米
国
が
望
む
非
核
化
の
必
須
条
件
を
充
足
さ
せ
る
場
合
に
、
北
朝

鮮
と
政
策
レ
ベ
ル
の
対
話
を
開
始
で
き
る
と
考
え
た
。
さ
ら
に
は
、
一
九
八
八
年
に
対
北
朝
鮮
政
策
転
換
を
行
っ
て
以
来
初
め
）
84
（
て
、
そ
れ

ま
で
維
持
さ
れ
て
き
た
対
北
朝
鮮
外
交
に
お
け
る
政
策
基
調
を
再
検
討
す
る
必
要
性
を
も
認
識
し
始
め
）
85
（
た
。

㈢
　
非
核
化
規
範
形
成
の
低
迷
と
協
議
の
破
綻

　
北
朝
鮮
及
び
朝
鮮
半
島
の
非
核
化
の
実
現
ま
で
達
成
す
べ
き
課
題
が
多
く
残
る
中
、
そ
れ
で
も
米
国
は
対
北
朝
鮮
非
核
化
協
議
の
モ
メ

ン
タ
ム
を
維
持
す
る
た
め
に
努
力
し
た
。
し
か
し
、
状
況
の
悪
化
を
招
き
か
ね
な
い
事
態
が
発
生
し
た
。
一
九
九
二
年
七
月
に
行
わ
れ
た

二
回
目
の
対
北
朝
鮮
臨
時
査
察
の
結
果
、
北
朝
鮮
の
冒
頭
報
告
の
内
容
と
査
察
結
果
と
の
間
に
重
大
な
相
違
点
（significant discrepancy

）

が
確
認
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
翌
八
月
に
予
定
さ
れ
て
い
る
米
韓
乙
支
合
同
軍
事
演
習
（U

S-RO
K U

lchi Focus Lens

）
の
実
施
に
対
す
る

北
朝
鮮
の
反
発
か
ら
、
南
北
会
談
及
び
Ｊ
Ｎ
Ｃ
Ｃ
会
議
の
開
催
の
可
否
が
懸
念
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
幸
い
に
、
経
済
協
力
か
ら
南
北
対
話
の
低
迷
を
打
破
す
る
た
め
の
努
力
が
行
わ
）
86
（

れ
、
七
月
一
九
日
か
ら
経
済
視
察
の
た
め
に
訪
韓
し
た

金
達
玄
北
朝
鮮
副
総
理
と
、
盧
泰
愚
大
統
領
が
二
四
日
に
面
談
し
、
朝
鮮
半
島
の
諸
懸
案
に
つ
い
て
意
見
を
交
換
し
た
。
同
面
談
で
盧
泰
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愚
大
統
領
は
、
非
核
化
協
議
の
進
展
を
強
調
し
な
が
ら
、
南
北
経
済
協
力
の
予
備
措
置
と
し
て
、
南
浦
経
済
団
地
建
設
事
業
の
検
討
の
た

め
に
韓
国
か
ら
の
対
北
朝
鮮
調
査
団
派
遣
を
許
可
し
）
87
（

た
。
さ
ら
に
、
予
定
通
り
開
催
さ
れ
た
八
月
三
一
日
の
第
八
次
Ｊ
Ｎ
Ｃ
Ｃ
会
議
で
も

一
定
の
成
果
が
あ
っ
た
。
具
体
的
な
査
察
規
定
の
論
議
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
査
察
規
定
の
章
立
て
と
、
内
容
検
討
の
た
め
の
委
員
協
議

の
開
催
に
南
北
が
合
意
し
た
の
で
あ
）
88
（
る
。
そ
し
て
、
九
月
一
五
日
の
第
八
次
南
北
高
位
級
会
談
で
は
、「
南
北
基
本
合
意
書
」
の
履
行
合

意
書
が
採
択
さ
れ
、
南
北
経
済
協
力
の
前
提
条
件
が
正
式
に
成
立
し
、
南
北
関
係
の
改
善
も
期
待
さ
れ
始
め
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
つ

い
て
米
国
は
、
微
々
た
る
進
展
で
は
あ
る
が
、
南
北
朝
鮮
が
意
見
の
相
違
と
衝
突
の
可
能
性
を
拡
大
さ
せ
な
い
形
で
南
北
協
議
の
場
を
維

持
し
て
い
る
と
分
析
し
）
89
（

た
。
八
月
の
米
韓
軍
事
演
習
と
中
韓
国
交
正
常
化
に
よ
っ
て
、
北
朝
鮮
の
対
外
的
な
孤
立
と
脅
威
認
識
が
再
び
高

潮
し
得
る
状
況
の
下
で
、
南
北
対
話
が
維
持
さ
れ
た
こ
と
を
評
価
し
た
の
で
あ
）
90
（
る
。
他
方
で
、
問
題
解
決
の
決
め
手
が
見
つ
か
ら
な
い
対

話
の
継
続
が
決
し
て
良
い
と
は
言
え
ず
、
非
核
化
規
範
の
制
度
化
に
向
け
た
よ
り
積
極
的
な
取
り
組
み
を
も
強
調
し
）
91
（
た
。

　
し
か
し
、
不
幸
に
も
非
核
化
協
議
の
進
展
の
転
機
は
迎
え
ら
れ
ず
、
韓
国
で
「
朝
鮮
労
働
党
事
件
」
が
発
生
し
、
韓
国
内
の
対
北
朝
鮮

認
識
が
悪
化
し
た
。
南
北
対
話
の
最
中
で
も
北
朝
鮮
が
、
韓
国
政
府
の
転
覆
を
謀
議
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、
韓
国
内
で
南
北

関
係
改
善
に
対
す
る
懐
疑
が
深
ま
っ
て
い
っ
）
92
（
た
。
こ
う
し
た
韓
国
内
の
対
北
朝
鮮
認
識
の
悪
化
は
、
盧
泰
愚
政
権
の
対
北
朝
鮮
政
策
の
推

進
力
を
弱
化
さ
せ
、
政
府
内
に
対
北
朝
鮮
強
硬
派
の
浮
上
を
も
た
ら
し
）
93
（

た
。
以
降
、
南
北
経
済
協
力
に
関
す
る
規
制
措
置
を
強
化
し
、
独

自
の
制
裁
措
置
を
と
る
な
ど
、
韓
国
政
府
の
対
北
朝
鮮
政
策
は
経
済
的
圧
力
を
か
け
る
方
向
に
転
換
さ
れ
）
94
（
た
。
こ
れ
ら
の
諸
措
置
に
よ
っ

て
南
北
経
済
協
力
の
可
能
性
が
後
退
し
、
南
北
対
話
に
向
け
た
北
朝
鮮
側
の
意
志
も
弱
化
し
）
95
（

た
。

　
そ
し
て
、
韓
国
の
対
北
朝
鮮
強
硬
派
の
考
え
は
、
北
朝
鮮
核
問
題
に
お
け
る
重
要
な
政
策
レ
バ
レ
ッ
ジ
で
あ
る
米
韓
チ
ー
ム
ス
ピ
リ
ッ

ト
の
再
開
の
決
定
に
つ
な
が
っ
）
96
（
た
。
一
〇
月
八
日
の
第
二
四
次
米
韓
安
保
協
議
会
議
（
米
韓
Ｓ
Ｃ
Ｍ
）
で
、
北
朝
鮮
が
核
問
題
に
協
力
し

な
け
れ
ば
九
三
年
度
の
チ
ー
ム
ス
ピ
リ
ッ
ト
の
再
開
を
考
慮
す
る
と
い
う
旨
を
明
ら
か
に
し
）
97
（

た
。
同
政
策
決
定
の
経
緯
と
目
的
に
関
し
て

多
様
な
分
析
視
角
が
存
在
す
る
）
98
（
が
、
結
局
、
以
前
の
七
月
に
行
わ
れ
た
北
朝
鮮
の
対
外
脅
威
認
識
を
緩
和
す
る
た
め
の
対
応
戦
略
と
は
真
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逆
の
措
置
が
と
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
チ
ー
ム
ス
ピ
リ
ッ
ト
再
開
の
決
定
は
、
南
北
非
核
化
協
議
の
議
題
を
「
南
北
相
互
査
察
」
か
ら

「
チ
ー
ム
ス
ピ
リ
ッ
ト
」
に
変
え
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
以
降
の
南
北
協
議
の
成
否
を
左
右
す
る
問
題
と
な
っ
）
99
（

た
。

　
さ
ら
に
米
国
に
と
っ
て
、
韓
国
に
お
け
る
対
北
朝
鮮
強
硬
路
線
へ
の
転
換
は
、
南
北
非
核
化
協
議
を
め
ぐ
る
韓
国
と
の
政
策
調
整
を
よ

り
複
雑
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
南
北
対
話
の
遅
延
、
ひ
い
て
は
破
綻
を
望
む
強
硬
派
の
思
惑
も
問
題
で
あ
っ
た
が
、
残
る
任
期
内
に
南

北
会
談
及
び
非
核
化
協
議
に
決
着
を
付
け
て
、
外
交
の
成
果
を
上
げ
よ
う
と
急
ぐ
盧
泰
愚
政
権
の
態
度
も
問
題
で
あ
っ
）
100
（

た
。
国
内
政
治
上

の
理
由
で
北
朝
鮮
と
妥
協
し
、
合
意
の
形
成
だ
け
を
望
む
韓
国
政
府
の
態
度
は
、
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
非
核
化
を
充
分
に
保
障
で
き
る
査

察
規
定
の
論
議
を
妨
げ
、
検
証
力
の
劣
る
査
察
制
度
の
確
立
を
招
き
か
ね
な
か
っ
）
101
（

た
。
さ
ら
に
米
国
は
、
南
北
非
核
化
共
同
宣
言
の
最
終

合
意
以
降
か
ら
の
今
の
状
況
を
前
に
、
自
ら
満
足
で
き
な
い
不
完
全
な
合
意
内
容
が
招
く
結
果
を
す
で
に
知
っ
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。

そ
れ
故
に
米
国
は
、
対
北
朝
鮮
非
核
化
協
議
に
臨
む
韓
国
政
府
の
態
度
及
び
、
そ
れ
が
招
き
得
る
信
頼
で
き
な
い
南
北
相
互
査
察
制
度
の

成
立
に
備
え
て
、
全
く
新
し
い
も
の
か
、
あ
る
い
は
自
国
が
参
加
す
る
混
合
型
の
査
察
制
度
の
モ
デ
ル
を
構
想
す
る
必
要
性
を
認
識
し
始

め
）
102
（

た
。
そ
れ
で
も
基
本
的
に
米
国
は
、
南
北
協
議
の
場
で
南
北
相
互
査
察
の
問
題
が
議
論
さ
れ
る
こ
と
を
支
持
し
、
妥
協
で
き
な
い
条
件

と
し
て
、
特
別
査
察
を
含
む
国
際
核
査
察
の
実
施
、
及
び
強
制
査
察
の
概
念
を
含
む
南
北
相
互
査
察
規
定
の
採
択
を
強
調
し
て
、
韓
国
政

府
の
確
固
た
る
対
北
朝
鮮
協
議
の
姿
勢
を
求
め
）
103
（

た
。

　
米
韓
の
チ
ー
ム
ス
ピ
リ
ッ
ト
合
同
軍
事
演
習
の
再
開
の
旨
が
発
表
さ
れ
た
後
、
北
朝
鮮
は
、
再
開
発
表
の
撤
回
を
対
内
外
に
公
表
し
、

チ
ー
ム
ス
ピ
リ
ッ
ト
を
含
む
す
べ
て
の
米
韓
軍
事
演
習
（
花
郎
・
ド
ク
ス
リ
）
の
中
止
を
求
め
た
。
さ
ら
に
、
チ
ー
ム
ス
ピ
リ
ッ
ト
の
再

開
の
取
り
消
し
を
前
提
に
Ｊ
Ｎ
Ｃ
Ｃ
会
議
の
実
施
を
提
案
し
、
こ
れ
に
応
じ
な
い
場
合
に
は
南
北
対
話
の
継
続
に
支
障
が
あ
ろ
う
と
警
告

し
）
104
（
た
。
こ
れ
に
対
し
て
米
国
は
、
北
朝
鮮
は
南
北
協
議
を
取
り
消
し
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
韓
国
側
の
チ
ー
ム
ス
ピ
リ
ッ
ト
の
中
止
と
引

き
換
え
に
、
南
北
相
互
査
察
に
お
け
る
譲
歩
を
考
慮
す
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
分
析
し
）
105
（

た
。
し
か
し
韓
国
政
府
は
、
一
一
月
一
八
日

の
第
一
〇
次
Ｊ
Ｎ
Ｃ
Ｃ
会
議
で
、
同
月
内
に
査
察
規
定
を
採
択
し
、
一
二
月
中
に
相
互
査
察
を
実
施
で
き
れ
ば
、
そ
の
後
に
チ
ー
ム
ス
ピ
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リ
ッ
ト
を
中
止
す
る
と
の
提
案
を
返
し
）
106
（
た
。

　
以
降
、
南
北
間
の
相
互
譲
歩
と
協
調
は
起
き
ず
、
お
互
い
に
非
難
を
繰
り
返
す
中
、
北
朝
鮮
は
韓
国
側
の
核
開
発
疑
惑
を
提
起
し
、
再

び
非
核
化
協
議
を
遅
延
さ
せ
る
戦
略
を
と
り
始
め
）
107
（
た
。
結
局
、
韓
国
と
北
朝
鮮
は
、
最
後
ま
で
互
い
に
譲
る
こ
と
な
く
、
Ｊ
Ｎ
Ｃ
Ｃ
会
議

は
本
来
の
意
味
を
な
く
し
、
南
北
非
核
化
協
議
の
場
は
決
裂
し
た
。

四
　
お
わ
り
に

　
本
稿
で
は
、
北
朝
鮮
及
び
朝
鮮
半
島
全
体
の
非
核
化
を
目
指
し
て
い
た
米
国
の
対
北
朝
鮮
非
核
化
協
議
の
関
与
政
策
の
詳
細
な
内
容
と

展
開
過
程
を
分
析
し
た
。
米
国
は
、
南
北
朝
鮮
に
対
す
る
非
核
化
の
国
際
義
務
に
加
え
、「
南
北
非
核
化
共
同
宣
言
」
に
よ
る
、
核
利
用

の
規
制
と
管
理
を
伴
う
核
不
拡
散
政
策
上
の
非
核
化
原
則
の
義
務
付
け
を
求
め
て
い
た
。
し
か
し
、
南
北
の
間
で
最
終
的
に
合
意
さ
れ
た

同
宣
言
の
内
容
は
、
米
国
が
望
む
非
核
化
の
義
務
と
規
制
の
水
準
に
至
ら
ず
、
米
国
は
対
北
朝
鮮
非
核
化
協
議
へ
の
関
与
を
深
め
た
。
そ

の
関
与
の
過
程
に
お
い
て
、
朝
鮮
半
島
問
題
の
南
北
間
解
決
の
原
則
を
重
視
す
る
韓
国
の
存
在
と
、
自
国
内
に
残
存
す
る
対
北
朝
鮮
不
信

感
は
、
米
国
の
対
北
朝
鮮
関
与
政
策
の
展
開
を
制
約
す
る
要
因
と
な
り
、
そ
れ
自
体
が
も
う
一
つ
の
重
要
な
外
交
課
題
で
あ
っ
た
。
そ
れ

で
も
米
国
は
、
韓
国
と
の
政
策
調
整
を
通
じ
て
南
北
非
核
化
協
議
の
進
展
を
図
り
、
自
国
の
対
北
朝
鮮
政
策
オ
プ
シ
ョ
ン
を
設
定
し
な
が

ら
、
北
朝
鮮
及
び
朝
鮮
半
島
の
非
核
化
に
向
け
た
外
交
的
努
力
を
続
け
た
。
そ
の
結
果
、
北
朝
鮮
と
の
非
核
化
協
議
に
一
定
の
進
展
が
あ

る
と
判
断
し
た
米
国
は
、
米
朝
協
議
の
再
開
や
対
北
朝
鮮
外
交
政
策
の
基
調
の
転
換
を
試
み
る
な
ど
、
非
核
化
の
実
現
と
米
朝
関
係
の
変

化
を
楽
観
す
る
場
面
も
あ
っ
た
。

　
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
核
利
用
の
規
制
・
禁
止
及
び
、
強
制
査
察
規
定
へ
の
米
国
の
強
い
関
心
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
は
、

核
の
国
際
規
範
に
定
め
る
非
核
化
の
義
務
よ
り
強
力
な
非
核
化
の
規
範
形
成
を
目
指
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
結
局
南
北
非
核
化
協
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議
は
破
綻
し
、
む
し
ろ
北
朝
鮮
の
対
外
戦
略
に
お
け
る
「
核
の
カ
ー
ド
」
へ
の
傾
斜
を
促
す
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
故
に
、
当
該
期
の
米

国
の
対
北
朝
鮮
政
策
が
後
に
お
い
て
批
判
的
な
論
理
で
評
価
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
本
稿
で
見
た
よ
う
に
、
当
時
の

米
国
が
北
朝
鮮
に
対
し
て
非
核
化
の
原
則
を
強
制
す
る
一
方
の
圧
力
政
策
に
固
執
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
冷
戦
後
の
核
の
国
際
秩
序

の
再
編
と
強
化
を
念
頭
に
お
い
て
、
厳
格
な
核
不
拡
散
を
優
先
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
周
知
の
と
お
り
、
そ
の
後
の
北
朝
鮮
核
問
題
は
紆
余
曲
折
を
経
て
、
二
〇
〇
六
年
に
は
北
朝
鮮
が
核
実
験
を
行
う
こ
と
と
な
る
。
以
降

の
米
国
及
び
国
際
社
会
は
、
圧
力
行
使
と
対
話
を
中
心
と
す
る
外
交
的
努
力
に
軸
足
を
移
し
な
が
ら
北
朝
鮮
核
問
題
に
対
応
し
て
い
る
。

圧
力
行
使
は
懲
罰
的
な
手
法
で
常
に
対
立
を
エ
ス
カ
レ
ー
ト
さ
せ
る
契
機
と
な
る
が
、
核
不
拡
散
問
題
と
し
て
の
取
り
組
み
は
、
国
際
的

に
プ
ラ
ス
・
サ
ム
の
成
果
を
求
め
る
も
の
で
も
あ
る
。
圧
力
行
使
に
軸
足
が
移
っ
た
と
は
い
え
、
北
朝
鮮
核
問
題
の
エ
ス
カ
レ
ー
シ
ョ
ン

の
前
兆
を
分
析
す
る
試
み
で
も
あ
っ
た
本
稿
の
分
析
か
ら
、
以
降
の
米
国
の
対
北
朝
鮮
政
策
に
お
け
る
核
不
拡
散
の
跡
を
確
認
す
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。

（
1
）  

冷
戦
後
の
新
し
い
核
拡
散
と
核
軍
縮
問
題
の
側
面
か
ら
北
朝
鮮
核
問
題
を
検
討
し
て
い
る
最
新
の
研
究
と
し
て
、
瀬
川
の
研
究
が
参
考
に
値
す

る
が
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
一
九
九
二
年
の
事
象
に
つ
い
て
は
、
同
じ
く
歴
史
的
背
景
と
し
て
言
及
し
て
い
る
。
瀬
川
高
央
「
北
朝
鮮
の
核
開
発

と
非
核
化
交
渉

―
米
朝
会
談
ま
で
の
四
半
世
紀
」『
核
軍
縮
の
現
代
史
　
北
朝
鮮
・
ウ
ク
ラ
イ
ナ
・
イ
ラ
ン
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
九

年
）；

李
ボ
ン
ス
『
核
危
機
と
韓
半
島
の
平
和
：
正
し
い
米
国
の
世
界
戦
略
』（
シ
ン
ア
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
）（
韓
国
語
文
献
）。

（
2
）  

ク
リ
ン
ト
ン
政
権
は
、
一
九
九
三
年
の
政
権
発
足
後
、
一
九
九
四
年
か
ら
三
年
連
続
「
関
与
と
拡
大
」
を
規
定
す
る
『
国
家
安
全
保
障
戦
略
』

を
発
表
し
た
。The W

hite H
ouse, A

 N
ational Security Strategy of Engagem

ent and Enlargem
ent, July 1994, https://nssarchive.

us/w
p-content/uploads/2020/04/1994.pdf, 

（
最
終
ア
ク
セ
ス
：
二
〇
二
〇
年
一
一
月
五
日
）；

冷
戦
後
の
国
際
秩
序
に
お
け
る
米
国
の
国

家
戦
略
及
び
核
問
題
に
つ
い
て
は
、
今
井
隆
吉
・
田
久
保
忠
衛
・
平
松
茂
雄
編
『
ポ
ス
ト
冷
戦
と
核
』（
勁
草
書
房
、
一
九
九
六
年
）
六
七
―
七

九
頁
を
参
照
。

（
3
）  

第
一
次
北
朝
鮮
核
危
機
を
契
機
に
始
ま
っ
た
米
朝
交
渉
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、Joel S. W

it, D
aniel B. Ponem

an, and Robert L. G
allucci, 
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G
oing Critical: The First N

orth Korean N
uclear Crisis, （W

ashington, D. C.: Brookings Institution Press, 2004

） 

を
参
照
。

（
4
）  

強
制
外
交
の
理
論
的
説
明
に
つ
い
て
は
、Alexander L. George, 

“Coercive D
iplom

acy: Definition and Characteristics,

” in Alexander 
L. G

eorge and W
illiam

 E. Sim
on, eds., The Lim

its of Coercive D
iplom

acy Second Edition, 

（Boulder: W
estview

 Press, 1994

） 
pp. 7 -9, 13

を
参
照
。

（
5
）  
尹
テ
ヨ
ン
「
北
朝
鮮
核
問
題
と
米
国
の
「
強
制
外
交
」

―
ア
メ
と
ム
チ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
中
心
に
」『
国
際
政
治
論
叢
』
第
四
三
巻
一
号

（
二
〇
〇
三
年
）
二
七
五
―
二
九
四
頁；

李
ド
ン
ソ
ン
「
北
朝
鮮
に
対
す
る
強
制
：
効
果
と
戦
略
」『
戦
略
研
究
』
通
巻
第
五
五
号
（
二
〇
一
二

年
）
一
一
九
―
一
五
一
頁；

李
イ
ン
ホ
・
金
ヨ
ン
ソ
ク
「
北
朝
鮮
核
問
題
の
解
決
の
た
め
の
米
国
の
強
制
外
交
の
分
析
と
改
善
方
案
」『
戦
略
研

究
』
第
二
二
巻
一
号
（
二
〇
一
五
年
）
九
一
―
一
一
八
頁
。（
す
べ
て
韓
国
語
論
文
）

（
6
）  Leon V. Sigal, 
“The Bush D

eadlock M
achine,

” Disarm
ing Strangers: N

uclear D
iplom

acy with N
orth Korea, 

（Princeton: 
Princeton U

niversity Press, 1998

）, pp. 17 -51.

（
7
）  

戸
崎
は
、
北
朝
鮮
核
問
題
が
北
東
ア
ジ
ア
の
安
全
保
障
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
を
軍
事
的
側
面
か
ら
分
析
し
、
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
か
ら
打
ち
出
さ

れ
、
ブ
ッ
シ
ュ
（G

eorge W
. Bush

）
政
権
で
強
化
さ
れ
た
拡
散
対
抗
政
策
（Counterproliferation

）
の
詳
細
と
戦
略
上
の
意
味
合
い
を
分
析

し
た
。
戸
崎
洋
史
「
北
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
「
核
兵
器
の
下
で
の
現
状
維
持
」
と
そ
の
不
安
定
性
」『
国
際
政
治
』
第
一
五
八
号
（
二
〇
〇
九

年
）
四
一
―
五
六
頁
。

（
8
）  

チ
ェ
は
、
イ
ン
ド
・
パ
キ
ス
タ
ン
・
イ
ス
ラ
エ
ル
の
核
兵
器
保
有
の
試
み
と
、
そ
れ
に
対
す
る
米
国
の
戦
略
を
分
析
し
、
基
本
的
に
米
国
は
核

開
発
国
家
に
対
し
て
制
裁
と
圧
力
を
か
け
な
が
ら
、
国
際
情
勢
に
伴
う
戦
略
的
利
益
の
変
化
に
応
じ
て
、
制
裁
緩
和
し
、
協
力
を
推
進
す
る
場
合

も
あ
る
と
分
析
し
た
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
ケ
ー
ス
に
鑑
み
て
考
え
ら
れ
る
米
国
の
対
北
非
核
化
政
策
の
オ
プ
シ
ョ
ン
を
確
認
し
た
。
チ
ェ
ア
ジ

ン
「
米
国
と
新
興
核
兵
器
保
有
国
」『
北
朝
鮮
が
核
保
有
国
に
な
れ
ば
何
が
変
わ
る
か
』（
社
会
評
論
ア
カ
デ
ミ
ー
、
二
〇
二
〇
年
）（
韓
国
語
文

献
）；

米
国
が
核
の
国
際
秩
序
に
お
け
る
核
不
拡
散
の
た
め
に
展
開
し
た
「
抑
制
の
戦
略
」
上
の
多
様
な
政
策
ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
に
つ
い
て
は
、

Francis J. G
avin, 

“Strategies of Inhibition: U. S. G
rand Strategy, the N

uclear Revolution, and N
onproliferation,

” International 
Security, Vol. 40, N

o. 1 （2015, Sum
m
er

） pp. 9 -46

を
参
照
。

（
9
）  

金
子
熊
夫
「
最
近
の
「
核
」
問
題
と
国
際
政
治

―
北
朝
鮮
核
疑
惑
へ
の
抜
本
的
処
方
箋
」『
日
本
原
子
力
学
会
誌
』
第
三
六
巻
九
号
（
一
九

九
四
年
）
三
九
―
四
六
頁
。

（
10
）  

李
三
星
『
朝
鮮
半
島
核
問
題
と
米
国
外
交
―
米
朝
核
交
渉
と
韓
国
の
統
一
政
策
へ
の
批
判
的
認
識
』（
ソ
ウ
ル
：
ハ
ン
ギ
ル
社
、
一
九
九
四
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年
）；

李
ホ
リ
ョ
ン
『
米
国
の
不
拡
散
政
策
―
失
わ
れ
た
チ
ャ
ン
ス

―
北
朝
鮮
の
事
例
を
中
心
に
』（
韓
国
高
麗
大
学
大
学
院
博
士
論
文
、
二

〇
〇
一
年
）。（
す
べ
て
韓
国
語
文
献
）

（
11
）  

核
の
国
際
秩
序
に
お
け
る
核
の
国
際
規
範
と
米
国
の
核
戦
略
の
関
連
性
に
つ
い
て
は
、
秋
山
信
将
『
核
不
拡
散
を
め
ぐ
る
国
際
政
治

―
規
範

の
遵
守
、
秩
序
の
変
容
』（
東
京
：
有
信
堂
、
二
〇
一
二
年
）
二
三
―
三
〇
頁
を
参
照
。

（
12
）  
本
稿
で
用
い
る
一
次
史
料
は
、
米
国
国
家
安
全
保
障
ア
ー
カ
イ
ブ
（N

ational Security Archive:N
SA

）
の
ウ
ェ
ブ
公
刊
さ
れ
た
米
国
外
交

文
書
及
び
、
韓
国
延
世
大
学
校
国
家
管
理
研
究
院
か
ら
発
刊
さ
れ
た
『「
国
家
管
理
史
料
総
書
20
　
北
朝
鮮
核
問
題
史
料
集
Ⅱ
」
北
朝
鮮
核
問
題

の
台
頭
と
展
開
、
一
九
八
三
―
一
九
九
八

―N
ational Security Archive, U. S. and Tw

o Koreas, Vol. II

選
別
史
料
』（
延
世
大
学
校
国

家
管
理
研
究
院
、
二
〇
一
九
年
）
に
収
録
さ
れ
た
米
国
外
交
文
書
で
あ
る
。
文
書
名
表
記
及
び
引
用
方
法
に
つ
い
て
は
、
米
国
Ｎ
Ｓ
Ａ
の
史
料
の

場
合
は
、
Ｎ
Ｓ
Ａ
の
引
用
方
式
に
従
い
、（
“Citing O
ur M

aterials,

” https://nsarchive.gw
u.edu/guide-researchers#Citing

）、
延
世
大
学

校
国
家
管
理
研
究
院
の
史
料
の
場
合
は
、
同
資
料
集
に
収
録
さ
れ
た
文
書
名
で
表
記
す
る
。

（
13
）  U. S. D

epartm
ent of D

efense, 

“US-RO
K Basic Positions,

” Paper, August/Septem
ber 1991, Engaging N

orth Korea: Evidence 
fron the Bush I A

dm
inistration, ed. Robert A. W

am
pler 

（W
ashington, D. C.: The N

ational Security Archive and Chadw
yck-

H
ealey, 2017

）.

（
14
）  U. S. D

epartm
ent of State, 

“North Korean N
uclear Program

 （For China

）,

” Talking Points Paper, 30 M
ay, 1991, N

orth Korean 
and N

uclear W
eapons: The D

eclassified U
. S. Record, ed. Robert A

. W
am

pler 

（W
ashington, D. C.: The N

ational Security  
Archive and Chadw

yck-H
ealey, 2003

）, D
igital N

ational Security Archive accession num
ber W

M
00370.

（
15
）  

一
九
七
〇
年
代
の
核
の
国
際
秩
序
の
変
動
と
米
国
の
核
政
策
に
つ
い
て
は
、
秋
山
信
将
「
核
技
術
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
態
様

―
転
換
点
と
し
て
の

一
九
七
〇
年
代
」『
国
際
政
治
』
第
一
七
九
号
（
二
〇
一
五
年
）
一
四
二
―
一
五
五
頁
を
参
照
。

（
16
）  

カ
ー
タ
ー
政
権
の
国
際
核
不
拡
散
政
策
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
①
国
際
核
燃
料
及
び
核
物
質
、
開
発
技
術
に
関
す
る
多
国
間
管
理
体
制
（
ロ

ン
ド
ン
・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
、
Ｉ
Ｎ
Ｆ
Ｃ
Ｅ
）、
②
米
国
の
商
業
用
再
処
理
及
び
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
・
リ
サ
イ
ク
ル
の
無
期
限
延
長
と
使
用
済
み
核
燃

料
の
廃
棄
物
処
理
、
③
米
国
の
原
子
力
計
画
及
び
法
制
度
整
備
。U

nited States N
uclear N

on-Proliferation Policy Review
 （Response to 

PRM
-15

）, M
ar 10, 1977; Sum

m
ary 

“Nuclear Pow
er-Issue and Choices

” Report of the N
uclear Energy Policy Study G

roup, Feb 
25, 1977.

（
17
）  M

ichael J. M
artinez, 

“The Carter Adm
inistration and the Evolution of Am

erican N
uclear N

onproliferation Policy, 1977 -
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1981,

” The Journal of Policy H
istory, Vol. 14, N

o. 3 （2002

） p. 262.

（
18
）  

例
え
ば
、
カ
ー
タ
ー
大
統
領
の
提
唱
で
始
ま
っ
た
Ｉ
Ｎ
Ｆ
Ｃ
Ｅ
も
、
日
本
、
西
独
、
フ
ラ
ン
ス
な
ど
の
連
携
に
よ
り
、
米
国
の
当
初
の
意
図
と

は
違
っ
た
結
果
と
な
り
、
米
国
の
指
導
力
の
低
下
が
顕
著
な
様
相
を
見
せ
た
。
そ
の
後
、
ポ
ス
ト
Ｉ
Ｎ
Ｆ
Ｃ
Ｅ
と
し
て
、
国
際
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
貯

蔵
（
Ｉ
Ｐ
Ｓ
、
一
九
七
八
年
）、
国
際
使
用
済
燃
料
管
理
（
Ｉ
Ｓ
Ｆ
Ｍ
、
一
九
七
九
年
）、
核
燃
料
等
供
給
保
証
（
Ｃ
Ａ
Ｓ
、
一
九
八
〇
年
）
が
検

討
さ
れ
た
が
、
Ｎ
Ｐ
Ｔ
体
制
へ
の
効
果
の
疑
問
や
原
子
力
先
進
国
と
途
上
国
、
ま
た
核
兵
器
国
と
非
核
兵
器
国
と
の
不
平
等
性
や
差
別
の
問
題
も

あ
り
、
ど
れ
も
実
現
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
千
崎
雅
生
・
田
崎
真
樹
子
「
原
子
力
平
和
利
用
と
核
不
拡
散
の
現
状
と
課
題
」『
日
本
原
子
力
学
会

誌
』
第
四
九
巻
一
号
三
三
頁
。

（
19
）  Joseph S. N

ye, 

“Arm
s Cotrol after the Cold W

ar,

” Foreign A
ffairs, Vol. 68, N

o. 5, （1989, W
inter

） pp. 42 -64.

（
20
）  

勿
論
、
米
国
の
独
自
的
な
措
置
の
対
外
適
用
と
遵
守
を
規
定
す
る
二
国
間
原
子
力
協
力
政
策
は
、
既
存
の
核
の
国
際
規
範
の
内
容
と
衝
突
し
得

る
側
面
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
既
締
結
の
二
国
間
原
子
力
協
定
は
再
協
議
を
経
て
改
正
・
維
持
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
既
存
の
核
の
国
際
規
範
と

の
整
合
性
を
図
る
た
め
の
努
力
と
し
て
評
価
さ
れ
る
一
方
、
一
貫
性
の
な
い
政
策
基
準
の
適
用
が
問
題
視
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。Jozef Goldblat 

and M
acha Levinson, 

“The second N
PT review

 conference,

” SIPRI Yearbook 1981, （Stockholm
: The Stockholm

 International 
Peace Research Institute, 1981

）, pp. 316 -317; 

武
田
悠
「
米
国
の
対
外
原
子
力
政
策
に
お
け
る
同
盟
国
の
役
割

―
包
括
的
事
前
同
意
制

度
の
成
立
、
一
九
七
七
―
一
九
八
二
」『
国
政
政
治
』
第
一
八
五
号
（
二
〇
一
六
年
）
一
一
七
―
一
二
一
頁
。

（
21
）  

納
家
正
嗣
「
冷
戦
後
の
核
不
拡
散
問
題
」『
国
際
政
治
』
第
一
〇
八
号
（
一
九
九
五
年
）
一
一
六
頁
。

（
22
）  N

ational Security Strategy of the U
nited States 1990, p. 17.

（
23
）  Paper, 

“US-RO
K Basic Positions,

” August/Septem
ber 1991.

（
24
）  

韓
国
原
子
力
研
究
所
「
米
国
の
原
子
力
協
力
協
定
に
関
す
る
政
策
分
析
」『
韓
国
原
子
力
学
会
論
文
集
』
一
九
九
八
年
、
秋
季
、
九
九
四
頁
。

（
25
）  N

uclear Energy Institute, 

“Nuclear Cooperation A
greem

ent,

” https://w
w
w.nei.org/advocacy/com

plete-globally/nuclear- 
cooperation-agreem

ents, （
最
終
ア
ク
セ
ス
：
二
〇
二
〇
年
一
一
月
二
日
）.

（
26
）  N

uclear Energy Institute, 

“Nuclear Cooperation A
greem

ent,
” https://w

w
w.nei.org/advocacy/com

plete-globally/nuclear- 
cooperation-agreem

ents, （
最
終
ア
ク
セ
ス
：
二
〇
二
〇
年
一
一
月
二
日
）.

（
27
）  

“Begin Text of Joint D
eclaration,

”in U. S. Em
bassy of Seoul, 

“Lehm
an V

isit: RO
KG

 Proposal for A N
/S N

on-N
uclear Joint 

D
eclaration,

” Cable, 9 D
ecem

ber, 1991, Engaging N
orth Korea: Evidence from

 the Bush I A
dm

inistration, ed. Robert A
. 
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W
am

pler （W
ashington, D. C.: The N

ational Security Arcive and Chadw
yck-H

ealey, 2017

）.

（
28
）  Ibid.

（
29
）  Ibid.

（
30
）  U. S. Departm

ent of Defense, 

“DC M
eeting on N

orth Korean N
uclear Program

,

” M
em

orandum
, 17 Decem

ber, 1991, Engaging 
N
orth Korea: Evidence from

 the Bush I A
dm

inistration, ed. Robert A. W
am

pler 

（W
ashington, D. C.: The N

ational Security  
Arcive and Chadw

yck-H
ealey, 2017

）.

（
31
）  Sigal, D

isarm
ing Strangers, pp. 10 -13.

（
32
）  Paper, 

“US-RO
K Basic Positions,

” August/Septem
ber 1991.

（
33
）  Cable, 

“Lehm
an V

isit: RO
KG

 Proposal for A N
/S N

on-N
uclear Joint D

eclaration,

” 9 D
ecem

ber, 1991.

（
34
）  

『
南
北
対
話
』
第
五
四
巻
、
一
九
―
二
一
頁
。

（
35
）  

韓
国
政
府
は
、
非
核
化
共
同
宣
言
の
内
容
を
め
ぐ
り
、
北
朝
鮮
側
と
妥
協
す
る
こ
と
は
な
い
と
明
確
に
し
た
の
で
あ
る
。
“Strategy for 

D
ealing w

ith N
orth Korean N

uclear Issue,

” Paper, D
ecem

ber 1991, Engaging N
orth Korea: Evidence from

 the Bush I A
dm

inis-
tration, ed. Robert A. W

am
pler （W

ashington, D. C.: The N
ational Security Arcive and Chadw

yck-H
ealey, 2017

）.

（
36
）  Ibid.

（
37
）  

“Begin Text of Joint D
eclaration

” in Cable, 

“Lehm
an V

isit: RO
KG

 Proposal for A N
/S N

on-N
uclear Joint D

eclaration,

” 9 
D
ecem

ber, 1991
；

李
相
玉
『
転
換
期
の
韓
国
外
交
：
李
相
玉
前
外
務
長
官
外
交
回
顧
録
』（
ソ
ウ
ル
：
生
と
夢
、
二
〇
〇
二
年
）
四
九
五
頁；

林
東
源
『
ピ
ー
ス
メ
ー
カ
ー
：
南
北
関
係
と
北
核
問
題
の
二
五
年
』（
ソ
ウ
ル
：
チ
ャ
ン
ビ
、
二
〇
一
五
年
）
一
八
四
頁
。

（
38
）  

李
相
玉
『
転
換
期
の
韓
国
外
交
』
四
九
五
頁
。

（
39
）  

核
燃
料
生
産
が
出
来
る
ウ
ラ
ン
濃
縮
技
術
と
、
高
濃
縮
ウ
ラ
ン
（H

EU

：H
ighly Enriched U

ranium

）
及
び
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
生
産
が
可

能
な
使
用
済
核
燃
料
再
処
理
技
術
は
、
核
兵
器
転
用
の
危
険
性
の
高
い
機
微
技
術
（sensitive technology

）
で
あ
る
が
故
に
、
規
制
及
び
管
理

の
対
象
に
な
っ
て
い
た
。

（
40
）  

北
朝
鮮
と
の
非
核
化
交
渉
の
戦
略
と
国
際
核
不
拡
散
政
策
の
整
合
性
を
め
ぐ
る
米
政
府
内
の
意
見
の
相
違
に
関
す
る
詳
細
内
容
は
、W

it,  
Ponem

an, and G
allucci, G

oing Critical, pp. 9 -10, 11 -12

を
参
照
。

（
41
）  M

em
orandum

, 

“DC M
eeting on N

orth Korean N
uclear Program

,

” 17 D
ecem

ber, 1991.
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（
42
）  

“Strategy for D
ealing w

ith N
orth Korean N

uclear Issue,

” Decem
ber 1991, Engaging N

orth Korea: Evidence from
 the Bush I 

A
dm

inistration, ed. Robert A. W
am

pler （W
ashington, D. C.: The N

ational Security Arcive and Chadw
yck-H

ealey, 2017

）.
（
43
）  

ケ
ネ
ス
・
キ
ノ
ネ
ス
『
北
朝
鮮

―
米
国
務
省
担
当
官
の
交
渉
秘
録
』（
東
京
：
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
三
七
頁
。

（
44
）  
当
初
、
米
国
政
府
は
、
米
朝
会
談
に
お
け
る
北
朝
鮮
側
の
代
表
と
し
て
、
姜
錫
柱
第
一
外
務
次
官
を
希
望
し
た
。
し
か
し
、
韓
国
の
金
鐘
輝
安

保
主
席
が
、「
金
日
成
の
最
側
近
で
あ
り
、
直
接
面
談
が
出
来
る
」
金
容
淳
に
変
え
る
こ
と
を
要
求
し
、
最
終
的
に
「
カ
ン
タ
ー
―
金
容
淳
」
の

米
朝
間
高
位
級
会
談
の
代
表
が
確
定
し
た
。
金
三
勲
、
申
旭
熙
、
趙
東
濬
編
『
高
位
官
僚
、「
北
核
危
機
」
を
語
る
』（
韓
国
：
韓
国
国
史
編
纂
委

員
会
、
二
〇
〇
九
年
）
五
〇
頁
。

（
45
）  

具
体
的
に
、
米
国
防
省
が
一
回
限
り
の
米
朝
交
渉
の
実
施
に
賛
成
し
、
国
務
省
が
用
意
し
た
寛
大
過
ぎ
る
「
交
渉
の
要
点
」
に
基
づ
い
た
対
北

交
渉
の
姿
勢
を
警
戒
し
た
。U. S. D

epartm
ent of D

efense, 

“Suggested Talking Points for M
r. Lilley,

” Decem
ber, 1991, Engaging 

N
orth Korea: Evidence from

 the Bush I A
dm

inistration, ed. Robert A. W
am

pler 

（W
ashington, D. C.: The N

ational Security  
Arcive and Chadw

yck-H
ealey, 2017

）.

（
46
）  

“Strategy for D
ealing w

ith N
orth Korea,

” Decem
ber 1991.

（
47
）  

“Talking Points Prelim
inary Contact w

ith D
PRK,

”, 

“Talking Points for H
igh-Level M

eeting,

” Decem
ber, 1991, Engaging 

N
orth Korea: Evidence from

 the Bush I A
dm

inistration, ed. Robert A. W
am

pler 

（W
ashington, D. C.: The N

ational Security  
Arcive and Chadw

yck-H
ealey, 2017
）. 
文
書
上
、
米
朝
二
国
間
の
関
係
正
常
化
や
外
交
関
係
改
善
に
関
す
る
内
容
は
、
す
べ
て
削
除
す
る
よ

う
指
示
さ
れ
て
い
る
。

（
48
）  

春
原
剛
『
米
朝
対
立

―
核
危
機
の
十
年
』（
東
京
：
日
本
経
済
新
聞
社
、
二
〇
〇
四
年
）
三
九
―
四
〇
頁
。

（
49
）  

李
相
玉
『
転
換
期
の
韓
国
外
交
』
四
九
六
―
四
九
七
頁
。

（
50
）  U. S. D
epartm

ent of State, 

“U. S.-N
orth Korea Relations,

” 24 January, 1992.

『「
国
家
管
理
史
料
総
書
20
　
北
朝
鮮
核
問
題
史
料
集

Ⅱ
」
北
朝
鮮
核
問
題
の
台
頭
と
展
開
、
一
九
八
三
―
一
九
九
八

―N
ational Security Archive, U. S. and Tw

o Koreas, Vol. II

選
別
史

料
』。

（
51
）  Agreem

ent Betw
een the G

overnm
ent of D

PRK and the IAEA for the Application of Safeguards in Connection w
ith N

PT, 
https://w

w
w.iaea.org/sites/default/files/infcirc403.pdf,

（
最
終
ア
ク
セ
ス
：
二
〇
二
〇
年
一
〇
月
三
〇
日
）

（
52
）  

林
東
源
『
ピ
ー
ス
メ
ー
カ
ー
』
一
八
四
頁
。



朝鮮半島における非核化規範形成と米国、一九九二年

91

（
53
）  

特
別
査
察
は
、
保
障
措
置
協
定
を
締
結
し
た
査
察
対
象
国
が
提
供
し
た
自
国
の
核
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
関
す
る
冒
頭
報
告
の
情
報
及
び
通
常
の
査
察

だ
け
で
は
対
象
国
の
非
核
化
を
充
分
に
検
証
で
き
な
い
と
判
断
さ
れ
る
場
合
に
要
請
で
き
る
。
し
か
し
、
特
別
査
察
を
実
施
す
る
た
め
に
は
、
査

察
対
象
国
の
同
意
が
必
要
で
あ
る
た
め
、
結
局
、
査
察
の
強
制
力
は
制
限
的
で
あ
る
と
言
え
る
。

（
54
）  U. S. D

epartm
ent of State, 

“Will Inspections Be Sufficient,

” 30 January, 1992.

『
北
朝
鮮
核
問
題
の
台
頭
と
展
開
、
一
九
八
三
―
一

九
九
八
』。

（
55
）  
核
の
国
際
規
範
を
通
じ
て
対
北
圧
力
を
掛
け
る
政
策
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
北
朝
鮮
に
対
す
る
強
制
外
交
の
意
味
を
持
つ
と
と
も
に
、
核
の
国
際
規

範
の
強
化
の
た
め
の
米
国
の
多
国
間
協
力
政
策
の
一
環
で
も
あ
っ
た
。Paik, Seunghun, 

“Revisiting the U
S N

onproliferation Strategy 
on Iran: Pursuit the M

utual Agreem
ent through the Coercion,

” Korean Journal of M
iddle East Studies, Vol. 40, N

o. 2 

（2019

） 
pp. 46 -47.

（
56
）  

金
、
申
、
趙
『
高
位
官
僚
、「
北
核
危
機
」
を
語
る
』
六
〇
頁
。

（
57
）  U. S. D

epartm
ent of D

efense, 

“North Korean N
uclear Issue and D

C M
eeting,

” M
em

orandum
, February 7, 1992, Engaging 

N
orth Korea: Evidence from

 the Bush I A
dm

inistration, ed. Robert A. W
am

pler 

（W
ashington, D. C.: The N

ational Security  
Arcive and Chadw

yck-H
ealey, 2017

）.

（
58
）  Ibid.

（
59
）  Ibid.

（
60
）  

李
相
玉
『
転
換
期
の
韓
国
外
交
』
五
一
三
―
五
一
四
頁
。

（
61
）  U. S. D

epartm
ent of State, 

“EASI Phase II Reductions,

” 29 January, 1992.

『
北
朝
鮮
核
問
題
の
台
頭
と
展
開
、
一
九
八
三
―
一
九
九

八
』。

（
62
）  

李
相
玉
『
転
換
期
の
韓
国
外
交
』
五
一
六
頁
。

（
63
）  

『
南
北
対
話
』
第
五
四
巻
、
一
〇
八
―
一
一
一
頁
。

（
64
）  

『
南
北
対
話
』
第
五
五
巻
、
九
五
―
九
六
頁
。

（
65
）  U. S. D

epartm
ent of State, 

“North Korea D
eputies

’ Com
m
ittee,

” M
em

orandum
, M

arch 20, 1992, Engaging N
orth Korea:  

Evidence from
 the Bush I A

dm
inistration, ed. Robert A

. W
am

pler 
（W

ashington, D. C.: The N
ational Security A

rcive and 
Chadw

yck-H
ealey, 2017

）.



法学政治学論究　第128号（2021.3）

92

（
66
）  Ibid.

（
67
）  

最
後
の
対
応
措
置
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
名
は
削
除
さ
れ
て
い
る
が
、
在
韓
米
軍
削
減
計
画
や
米
韓
チ
ー
ム
ス
ピ
リ
ッ
ト
合
同
軍
事
演
習
の
計
画
が
例

と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
軍
事
的
措
置
を
伴
う
対
北
戦
略
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。Ibid.

（
68
）  Secretary Baker

’s M
orning Intelligence Sum

m
ary, M

ay 5, 1992, D
PRK/IAEA: Inventory Subm

itted. 『
北
朝
鮮
核
問
題
の
台
頭
と

展
開
、
一
九
八
三
―
一
九
九
八
』。

（
69
）  Secretary Baker

’s M
orning Intelligence Sum

m
ary, Apr 10, 1992, D

PRK/N
U
CLEAR: Parliam

ent Ratifies Safeguard, Secretary 
Baker

’s M
orning Intelligence Sum

m
ary, April 11, 1992, D

PRK/N
U
CLEAR: Starting the Clock on Safeguards. 

『
北
朝
鮮
核
問
題

の
台
頭
と
展
開
、
一
九
八
三
―
一
九
九
八
』。

（
70
）  

林
東
源
『
ピ
ー
ス
メ
ー
カ
ー
』
一
八
七
―
一
八
八
頁
。

（
71
）  

“North Korea: Initial IAEA N
uclear Inspection Results,

” July 1, 1992. 『
北
朝
鮮
核
問
題
の
台
頭
と
展
開
、
一
九
八
三
―
一
九
九
八
』。

（
72
）  

李
相
玉
『
転
換
期
の
韓
国
外
交
』
五
三
四
頁
。

（
73
）  

吉
田
『
核
の
ア
メ
リ
カ
』
一
二
八
頁
。

（
74
）  

ド
ン
・
オ
ー
バ
ー
ド
ー
フ
ァ
ー
・
ロ
バ
ー
ト
・
カ
ー
リ
ン
『
二
つ
の
コ
リ
ア

―
国
際
政
治
の
中
の
朝
鮮
半
島
』
二
八
六
頁
。

（
75
）  

李
相
玉
『
転
換
期
の
韓
国
外
交
』
五
三
四
頁
。

（
76
）  

第
三
次
Ｊ
Ｎ
Ｃ
Ｃ
会
議
か
ら
北
朝
鮮
は
、
査
察
規
定
を
含
む
南
北
非
核
化
共
同
宣
言
の
合
意
内
容
の
履
行
を
保
障
す
る
付
録
合
意
書
の
同
時
採

択
を
主
張
し
始
め
、
以
降
の
会
議
で
も
遅
延
戦
略
を
と
り
続
け
た
。『
南
北
対
話
』
第
五
五
巻
、
九
八
―
一
〇
二
頁
。

（
77
）  

盧
泰
愚
『
盧
泰
愚
回
顧
録
下
巻

―
転
換
期
の
大
戦
略
』（
ソ
ウ
ル
：
朝
鮮
ニ
ュ
ー
ス
プ
レ
ー
ス
、
二
〇
一
一
年
）
三
三
九
頁
。

（
78
）  

李
相
玉
『
転
換
期
の
韓
国
外
交
』
五
四
七
頁
。

（
79
）  Statem
ent on the U

nited States N
uclear W

eapons Initiative, July 2, 1992, https://bush41library.tam
u.edu/archives/public-

papers/4527, （
最
終
ア
ク
セ
ス
：
二
〇
二
〇
年
一
〇
月
六
日
）.

（
80
）  U. S. D

epartm
ent of D

efense, 

“Contact w
ith Am

bassador H
o Jong, D

PRK D
eputy at the U

N,

” M
em

orandum
, 22 June 1992. 

『
北
朝
鮮
核
問
題
の
台
頭
と
展
開
、
一
九
八
三
―
一
九
九
八
』；

G
avin,

“Strategies of Inhibition,

” pp. 9 -46.

（
81
）  Statem

ent on N
uclear N

onproliferation Efforts, July 13, 1992, https://bush41library.tam
u.edu/archives/public-paper/4563, 

（
最
終
ア
ク
セ
ス
：
二
〇
二
〇
年
一
〇
月
六
日
）.



朝鮮半島における非核化規範形成と米国、一九九二年

93

（
82
）  

李
相
玉
『
転
換
期
の
韓
国
外
交
』
五
五
一
頁
。

（
83
）  Secretary Baker

’s M
orning Intelligence Sum

m
ary, July 7, 1992, D

PRK: Positive Response. 『
北
朝
鮮
核
問
題
の
台
頭
と
展
開
、
一

九
八
三
―
一
九
九
八
』。

（
84
）  
「
穏
健
な
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
」
と
し
て
知
ら
れ
る
、
一
九
八
八
年
に
行
わ
れ
た
米
国
の
対
北
朝
鮮
政
策
の
立
案
に
つ
い
て
は
、
オ
ー
バ
ー
ド
ー

フ
ァ
ー
・
カ
ー
リ
ン
『
二
つ
の
コ
リ
ア
』
二
〇
三
―
二
〇
六
頁
を
参
照
。

（
85
）  U. S. D

epartm
ent of State, 

“Next Steps for N
orth Korea,

” M
em

orandum
, July 17, 1992, N

orth Korea and the U
nited States: 

D
eclassified D

ocum
ents from

 the Bush I and Clinton A
dm

inistrations, ed. Robert A. W
am

pler （W
ashington, D. C.: The N

ational 
Security Archive and Chadw

yck-H
ealey, 2005

）.

（
86
）  Secretary Baker
’s M

orning Intelligence Sum
m
ary, July 25, 1992, D

PRK/RO
K: M

ission Accom
plished. 『

北
朝
鮮
核
問
題
の
台
頭

と
展
開
、
一
九
八
三
―
一
九
九
八
』。

（
87
）  

『
国
政
新
聞
』
一
九
九
二
年
七
月
三
〇
日
。

（
88
）  

『
南
北
対
話
』
第
五
六
号
、
七
一
―
七
二
頁
。

（
89
）  The Secretary

’s M
orning Intelligence Sum

m
ary, Septem

ber 1, 1992, RO
K/D

PRK: M
odest Progress. 『

北
朝
鮮
核
問
題
の
台
頭
と

展
開
、
一
九
八
三
―
一
九
九
八
』。

（
90
）  The Secretary

’s M
orning Intelligence Sum

m
ary, August 27, 1992, D

PRK: Policy D
ebate Keeps Boiling. 

『
北
朝
鮮
核
問
題
の
台

頭
と
展
開
、
一
九
八
三
―
一
九
九
八
』; 

冷
戦
後
、
北
朝
鮮
の
対
外
的
な
孤
立
と
脅
威
認
識
の
高
潮
を
も
た
ら
し
た
国
際
情
勢
と
そ
の
影
響
に
つ

い
て
は
、
チ
ェ
ワ
ン
ギ
ュ
・
イ
ム
チ
ョ
ル
「
北
朝
鮮
の
対
外
政
策
と
国
際
協
力
：
脱
冷
戦
以
降
「
被
包
囲
」
意
識
の
深
化
と
世
界
体
制
へ
の
編
入

努
力
を
中
心
に
」『
平
和
学
研
究
』
第
九
巻
一
号
（
二
〇
〇
八
年
）
八
九
―
一
一
一
頁
（
韓
国
語
論
文
）
を
参
照
。

（
91
）  The Secretary

’s M
orning Intelligence Sum

m
ary, Septem

ber 20, 1992, D
PRK/RO

K: Straw
s in the W

ind. 『
北
朝
鮮
核
問
題
の
台

頭
と
展
開
、
一
九
八
三
―
一
九
九
八
』。

（
92
）  

一
九
九
二
年
一
〇
月
五
日
、
韓
国
国
家
安
全
企
画
部
が
、
韓
国
史
上
最
大
の
北
朝
鮮
ス
パ
イ
団
の
六
二
人
を
逮
捕
し
た
と
発
表
し
、
北
朝
鮮
が

長
年
、
韓
国
に
ス
パ
イ
を
送
り
込
ん
で
い
た
こ
と
が
発
覚
さ
れ
た
。
オ
ー
バ
ー
ド
ー
フ
ァ
ー
・
カ
ー
リ
ン
『
二
つ
の
コ
リ
ア
』
二
八
二
頁；

盧
泰

愚
『
盧
泰
愚
回
顧
録
』
三
四
三
頁
。

（
93
）  

国
家
安
全
企
画
部
の
発
表
に
よ
り
、
北
朝
鮮
に
よ
る
対
南
ス
パ
イ
活
動
が
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
そ
の
摘
発
と
発
表
の
タ
イ
ミ
ン
グ
と
、
安
全



法学政治学論究　第128号（2021.3）

94

企
画
部
の
当
局
者
が
北
と
の
関
係
改
善
を
好
ま
な
い
こ
と
が
知
ら
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
同
発
表
を
め
ぐ
る
韓
国
政
府
内
外
か
ら
疑
惑
が
出
さ

れ
た
。
オ
ー
バ
ー
ド
ー
フ
ァ
ー
・
カ
ー
リ
ン
『
二
つ
の
コ
リ
ア
』
二
八
二
頁
。

（
94
）  

こ
う
し
た
対
北
政
策
措
置
は
、
韓
国
内
の
世
論
を
認
識
し
た
も
の
で
あ
り
、
対
北
強
硬
派
の
政
治
的
な
対
応
措
置
で
も
あ
っ
た
。
李
相
玉
『
転

換
期
の
韓
国
外
交
』
五
五
九
頁
。

（
95
）  
南
北
経
済
協
力
の
必
須
条
件
で
あ
り
、
南
北
関
係
進
展
の
象
徴
で
あ
る
南
北
基
本
合
意
書
の
後
続
合
意
書
の
成
立
の
意
味
は
な
く
な
っ
た
。
林

東
源
『
ピ
ー
ス
メ
ー
カ
ー
』
二
一
一
頁
。

（
96
）  

オ
ー
バ
ー
ド
ー
フ
ァ
ー
・
カ
ー
リ
ン
『
二
つ
の
コ
リ
ア
』
二
八
一
頁
。

（
97
）  

第
二
四
次
米
韓
年
例
安
保
協
議
会
議
共
同
声
明
、
一
九
九
二
年
一
〇
月
八
日
。

（
98
）  

チ
ー
ム
ス
ピ
リ
ッ
ト
の
再
開
を
め
ぐ
り
、
米
政
府
内
で
も
異
見
の
対
立
が
激
し
か
っ
た
。
結
果
的
に
合
同
軍
事
演
習
の
再
開
を
支
持
す
る
意
見

が
多
数
派
と
な
り
、
再
開
反
対
派
に
で
き
る
こ
と
は
、
北
朝
鮮
を
刺
激
し
得
る
米
韓
共
同
声
明
の
表
現
を
穏
健
な
も
の
に
変
え
る
こ
と
で
あ
っ
た

と
い
う
。Sigal, D

isarm
ing Stranger, p. 46.

（
99
）  

当
時
、
南
北
対
話
に
参
加
し
た
林
東
源
韓
国
側
代
表
は
、
チ
ー
ム
ス
ピ
リ
ッ
ト
の
再
開
の
決
定
が
後
の
南
北
対
話
中
止
の
決
定
的
な
原
因
で

あ
っ
た
と
評
価
し
た
。
林
東
源
『
ピ
ー
ス
メ
ー
カ
ー
』
二
三
二
、
二
三
五
頁
。

（
100
）  

金
、
申
、
趙
『
高
位
官
僚
、「
北
核
危
機
」
を
語
る
』
七
八
、
一
七
七
―
一
七
八
頁
。

（
101
）  U. S. D

epartm
ent of D

efense, 

“North Korea N
uclear Issue-W

here Are W
e N

ow
?,

” M
em

orandum
, O

ctober 27, 1992, Engaging 
N
orth Korea: Evidence from

 the Bush I A
dm

inistration, ed. Robert A. W
am

pler 

（W
ashington, D. C.: The N

ational Security  
Arcive and Chadw

yck-H
ealey, 2017

）.

（
102
）  Ibid.

（
103
）  Ibid.

（
104
）  

李
相
玉
『
転
換
期
の
韓
国
外
交
』
五
六
二
頁
。

（
105
）  The Secretary

’s M
orning Intelligence Sum

m
ary, N

ovem
ber 1, 1992, D

PRK/RO
K: D

ialogue Losing Traction. 

『
北
朝
鮮
核
問
題

の
台
頭
と
展
開
、
一
九
八
三
―
一
九
九
八
』。

（
106
）  

『
南
北
対
話
』
第
五
七
号
、
二
八
頁
。

（
107
）  The Secretary

’s M
orning Intelligence Sum

m
ary, D

ecem
ber 4, 1992, D

PRK/RO
K: JN

CC N
egotiation H

ints. 

『
北
朝
鮮
核
問
題



朝鮮半島における非核化規範形成と米国、一九九二年

95

の
台
頭
と
展
開
、
一
九
八
三
―
一
九
九
八
』。

車
　
ア
ル
ム
（
チ
ャ
　
ア
ル
ム
）

所
属
・
現
職
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程

最
終
学
歴
　
　
延
世
大
学
校
大
学
院
政
治
学
科
修
士
課
程

専
攻
領
域
　
　
国
際
政
治
学
、
国
際
安
全
保
障
、
東
ア
ジ
ア
国
際
関
係

主
要
著
作
　
　「
北
朝
鮮
非
核
化
政
策
を
め
ぐ
る
米
韓
協
力

―
「
朝
鮮
半
島
の
非
核
化
に
関
す
る

南
北
共
同
宣
言
」
の
成
立
を
中
心
に

―
」『
法
学
政
治
学
論
究
』
第
一
二
七
号

（
二
〇
二
〇
年
）


